
2006年貸金業法改正の目的

多重債務問題を解決し、安心して利用できる貸金市場を目指すこと

サラ金利用者1400万人。5件以上借入れ230万人。

自己破産18万4000人 経済生活苦による自殺7800人

正規の貸金業者を利用したのに、多数の者が経済的に破綻

自己破産18万4000人。経済生活苦による自殺7800人。

問題の根元を規制し、新たな多重債務者の発生を抑止

＊自己破産件数・自殺者数は平成17年の統計

高金利Ⓚ 上限金利引下げサ
ラ 貸高金利

過剰与信
過酷な取立て

Ⓚ

Ⓚ

上限金利引下げ
総量規制
行為規制・参入規制

ラ
金
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悪
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金
業
法

高金利は過剰与信を誘発し、過剰与信は過酷な取り立てを誘発し、過酷な取り立ては借り手を自転車操業に
追い込み、多重債務に陥らせる（ここまでは正規の貸金業者の問題）。そして多重債務者をヤミ金融が狙う。

2007年多重債務問題改善プログラムの決定

多重問題改善プログラムを官民協同で推進。

①相談窓口の拡充
②セーフティネット貸付け
③ヤミ金の撲滅
④消費者教育

業者規制だけでなく、公的制度・社会的連携を構築。

多重債務を原因とす
る自殺や、ヤミ金融
被害の減少のポイン
トは、ここにある。

④消費者教育

2008年リーマン・ショック以降の中小企業資金繰り支援

■緊急保証制度・セーフティネット貸付け
中小企業金融円滑化法 金融検査 改訂

トは、ここにある。

■中小企業金融円滑化法・金融検査マニュアル改訂
■中小企業経営力強化支援法
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多重債務者は確実に減少

230万人
（法改正前）

法改正前は230万人だった「5件以上借入れ」の者は、171万人（2007年）から44万人
（2012年）へと大幅減少。逆に、借入れ件数１件の者は増加。

現在の登録人数1363万人は、労働力人
口（2012年4月で約6591万人）に対
し、５人に１人の割合。

１人当たり借入残高は117万円（2007
年）から59万円（2012年）へ。

現状は････

×「返済能力がある人に貸せない」○「貸し過ぎが減っている」
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自己破産件数の推移
「ヤミ金融」が

破産・自殺は減少。

2003年

24万2357件

200,000

250,000

自己破産件数

（件）

データ出典：自己破産件数は司法統計年報

※1975‐1982年は免責の申立新受件数

「商工ローン」が
社会問題化

「ヤミ金融」が
社会問題化

1982以前は「サラ金地獄」
が社会問題化

1984年

2万1170件

1992年

4万3144件

1998年

10万3803件

50,000

100,000

150,000
社会問題化

「カード破産」が
社会問題化

0

1975年 1984年 1992年 1998年 2003年 2006年 2011年

商工ローン国会
(2000年)

ヤミ金融対策法
(2003年)

貸金業法改正
(2006年)

サラ金規制法成立
(1983年)
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ヤミ金融被害は減少。

警察

弁護士会 消費者センター弁護士会 消費者センタ

金融庁・財務局・都道府県 日本貸金業協会
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中小企業の借入の状況

中小企業の資金繰りの悪化要因（2009年8月～2011年2月） （2009年8月～2011年2月）

中小企業の資金繰りの悪化要因として「改正貸金業法の影
響」をあげたのは、０～１％程度。本業の不振こそが問題。商工会議所では････

中小企業の資金繰りの悪化要因（2009年8月～2011年2月）
2009年

8月 11月
2010年

2月 5月 8月 11月
2011年

2月
販売不振・在庫の長期化
等、中小企業の営業要因

71.0% 72.9% 80.5% 85.9% 78.6% 83.2% 78.5%

融資審査等、金融機関の
融資態度

13.7% 11.3% 8.2% 5.8% 8.6% 6.2% 9.4%

融資期間・返済条件等、
金融機関の融資条件

4.8% 9.2% 4.4% 4.8% 5.3% 4.6% 4.9%

改正貸金業法の施行の

（2009年8月 2011年2月）
2011年

5月 8月 11月
2012年

2月
販売不振・在庫の長期化
等、中小企業の営業要因

59.1% 74.5% 83.9% 85.9%

金融機関の融資態度や
融資条件等

1.4% 2.5% 3.4% 3.7%

東日本大震災や福島原
発事故等の影響

36.7% 19.2% 9.6% 7.6%

改正貸金業法の施行の改正貸金業法の施行の
影響等ノンバンクの融資
態度

1.5% 0.9% 1.3% 1.0% 0.8% 0.2% 0.0%

セーフティネット貸付・保
証等、信用保証協会や政
府系金融機関等の対応

8.9% 5.7% 5.6% 2.6% 6.8% 5.8% 7.2%

出所：金融庁「中小企業の業況等に関するアンケート調査結果の概要」

改正貸金業法の施行の
影響等ノンバンクの融資
態度

0.5% 0.4% 0.0% 0.0%

セーフティネット貸付・保
証等、信用保証協会や政
府系金融機関等の対応

2.2% 3.4% 3.1% 2.9%

総量規制の「例外貸付け」は、Ａ４版１枚の「事業・資金・収支計画」を提出し、返済能力
を超えないと認められれば、年収３分の１を超える借入れが可能。
利用状況は、20万件・1725億円の水準で微増ないし横這いの状況。

個人事業主は？
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多重債務被害の無い社会
に向けてに向けて

①個人向けセーフティネット貸付の拡大
・家計再建ローンの創設を
家計相談とセットの融資制度
（内閣府・生活支援戦略の中で検討中）

・社会福祉協議会での生活福祉資金貸付の改善
多重債務者へも家計相談とセットでの貸付
迅速化、書類の簡素化、他機関への委託など

②中小企業支援 方策（検討課題）②中小企業支援の方策（検討課題）
・経営支援とニューマネーの提供

中小企業経営力強化支援法による施策として、認定専門
機関の支援を受けた事業者へ信用保証料の引き下げ、
政府系金融機関の融資等、その充実強化を政府系金融機関の融資等、その充実強化を

・中小企業再生メニューの拡大・特定調停法、個人再生手
続きの改善

中小事業者が中小企業再生協議会のみならず簡易迅速な
再生支援を受けやすくするための施策
保証責任の減免策の導入・保証責任の減免策の導入

被災地での二重ローン対策としての個人版私的整理ガイ
ドライでは原則的な保証責任の減免措置を既に導入。
「再建時等の経営者保証責任の整理手続」の新設等

③ヤミ金対策③ヤミ金対策

・資金繰りに苦慮する中小企業を狙う手形・小切手ヤミ金
（システム金融）について、券面額と同額の異議申立
提供金なしに不渡り処分を回避する方法を工夫できな
いか。

・警察からの警告電話さえも無視して執拗に架電による嫌・警察からの警告電話さえも無視して執拗に架電による嫌
がらせを継続しているヤミ金融の携帯電話を、簡易迅
速に通話停止にできる方法を工夫できないか。

④その他
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改正貸金業法の完全施行後２年を迎えての会長声明

深刻な多重債務問題解決のため，２０１０年（平成２２年）６月１８日に，改

正貸金業法の目玉である出資法の上限金利の引下げ及び収入の３分の１以上の貸

付の禁止（総量規制）等の完全施行がなされてから２年が経過した。

５社以上の借入れを有する多重債務者が法改正時の２３０万人から４４万人に

激減し，自己破産者は１７万人から１０万人に，多重債務による自殺者は１９７

３人から９９８人に半減するなど，同改正は多重債務対策として大きな成果を上

げている。

当連合会においても，２０１０年（平成２２年）６月１８日に「改正貸金業法

の完全施行に関する会長声明」を公表し，その後「債務整理事件処理の規律を定

める規程 （２０１１年４月１日から施行）を制定して弁護士による債務整理の」

適正化を図りつつ，全国的な相談会の実施や全国各地の弁護士会での無料相談体

制を拡充し，地方自治体等の相談機関との連携を強化するなど，多重債務者の救

済及びその生活再建やヤミ金融被害の救済等に向けて総力を挙げた活動を行って

きた。

他方，与野党の議員の間では，正規の業者から借りられない人がヤミ金から借

入れをせざるを得ず，潜在的なヤミ金被害が広がっている，零細な中小企業の短

， 。期融資の需要があるとして 金利規制や総量規制の見直しの議論が起こっている

しかし，ヤミ金については，相談件数も警察の検挙数も減っており，被害規模

も小型化するなど，ヤミ金被害が広がっている根拠はない。また，日本の社会が

二極化し，貧困層が拡大していることを鑑みると，正規の業者から借りられない

人に対しては，簡単に借りられるようにするのではなく 「高利に頼らなくても，

生活できる」セーフティネットの再構築や相談体制の更なる充実が重要である。

さらに，日本の基幹ともいうべき中小企業がリーマンショックによって深刻な

影響を受けているが，国は緊急保証，セーフティネット貸付及び中小企業等に対

する金融円滑化対策を実施し，地域金融機関等による支援策を行っている。この

ように，貸金業者による個人零細事業者への総量規制の例外貸付も一定の実績を

有している現状下で必要な対策は 「短期の高利の資金」提供ではなく，総合的，

な経営支援策である。

当連合会は，改正貸金業法の成果を確認しながら残された多くの課題にも積極

的に取り組んでいくことをここに表明する。

２０１２年（平成２４年）６月１８日

日本弁護士連合会

会長 山 岸 憲 司
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入
（

９
％

→
１

１
％

）
が

増
加

し
て

お

り
、
１

９
９

７
年

以
降

最
大

値
と

な
っ

て
い

る
。
前

々
回

の
調

査
（

２
０

０
５

年
）
か

ら

指
摘

さ
れ

る
「

不
況

に
よ

る
生

活
苦

型
破

産
」
の

傾
向

が
進

展
し

、
よ

り
深

刻
化

し
て

い

る
状

況
が

よ
く

わ
か

る
。

 
ま

た
、
住

宅
購

入
（

１
０

％
→

１
２

％
）
も

１
９

９
７

年
以

降
最

大
値

と
な

っ
て

い
る

。

こ
れ

は
、
失

業
・

給
料

の
減

少
な

ど
に

よ
り

、
住

宅
ロ

ー
ン

が
支

払
え

ず
破

産
せ

ざ
る

を

得
な

い
多

重
債

務
者

の
実

情
を

う
か

が
わ

せ
る

。
 

他
方

、
浪

費
・

遊
興

費
（

１
０

％
）
、

投
資

（
１

％
）
、

ギ
ャ

ン
ブ

ル
（

５
％

）
な

ど
の

比
率

は
相

変
わ

ら
ず

低
い

。
 

 

負
債

原
因

 
１

１
調

査
 

０
８

調
査

 
０

５
調

査
 

０
２

調
査

 
０

０
調

査
 

９
７

調
査

 

生
活

苦
・
低

所
得

 
60

.2
9%

 
64

%
 

62
%

 
61

%
 

51
%

 
45

%
 

病
気

・
医

療
費

 
20

.2
6%

 
21

%
 

23
%

 
20

%
 

26
%

 
23

%
 

失
業

・
転

職
 

19
.7

7%
 

15
%

 
18

%
 

14
%

 
13

%
 

10
%

 

給
料

の
減

少
 

16
.1

3%
 

11
%

 
12

%
 

8%
 

8%
 

6%
 

事
業

資
金

 
23

.6
6%

 
19

%
 

19
%

 
25

%
 

25
%

 
26

%
 

負
債

の
返

済
（
保

証
以

外
）
 

24
.4

7%
 

28
%

 
32

%
 

29
%

 
31

%
 

29
%

 

保
証

債
務

 
18

.9
6%

 
25

%
 

25
%

 
25

%
 

27
%

 
26

%
 

第
三

者
の

債
務

の
肩

代
わ

り
 

7.
37

%
 

名
義

貸
し

 
3.

32
%

 
3%

 
4%

 
5%

 
4%

 
5%

 

生
活

用
品

の
購

入
 

11
.4

3%
 

9%
 

8%
 

7%
 

8%
 

10
%

 

教
育

資
金

 
7.

78
%

 
7%

 
8%

 
5%

 
6%

 
4%

 

冠
婚

葬
祭

 
2.

43
%

 
1%

 
2%

 
2%

 
2%

 
4%

 

住
宅

購
入

 
12

.2
4%

 
10

%
 

11
%

 
9%

 
7%

 
5%

 

ギ
ャ

ン
ブ

ル
 

4.
94

%
 

4%
 

3%
 

2%
 

4%
 

2%
 

浪
費

・
遊

興
費

 
9.

56
%

 
7%

 
7%

 
7%

 
8%

 
7%

 

投
資

（
株

式
、

会
員

権
、

不
動

産
等

）
 

1.
46

%
 

1%
 

1%
 

1%
 

1%
 

2%
 

そ
の

他
 

14
.5

9%
 

16
%

 
17

%
 

16
%

 
11

%
 

13
%
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 (
2
)
 
破

産
債

務
者

の
年

齢
・

性
別

 
破

産
債

務
者

の
年

齢
・

性
別

は
、

以
下

の
表

及
び

グ
ラ

フ
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

年
齢

に
関

し
て

前
回

調
査

か
ら

増
加

傾
向

に
あ

る
の

が
、

６
０

歳
代

（
１

３
％

→
１

８
％

）
、
７

０
歳

代
（

４
％

→
５

％
）
で

あ
り

、
い

ず
れ

も
１

９
９

２
年

以
降

最
大

値
で

あ

る
。
他

方
、
２

０
歳

代
が

激
減

し
（

１
２

％
→

６
％

）
、
３

０
歳

代
も

減
少

傾
向

に
あ

る
（

２

６
％

→
２

１
％

）
。

 
性

別
に

つ
い

て
は

、
１

９
９

７
年

調
査

以
降

、
男

女
ほ

ぼ
同

じ
割

合
で

推
移

し
て

い
た

が
、

今
回

調
査

で
は

、
男

性
５

６
％

、
女

性
４

４
％

と
若

干
男

性
の

比
率

が
高

く
な

っ
て

い
る

。
 

 

【
年

齢
】

 

年
代

 
１

１
調

査
 

０
８

調
査

 
０

５
調

査
 

０
２

調
査

 
０

０
調

査
９

７
調

査
 

９
４

調
査

 
９

２
調

査
 

２
０

歳
未

満
 

0.
00

%
 

0%
 

0%
 

0%
 

0%
 

0%
 

0%
 

0%

２
０

歳
代

 
6.

48
%

 
12

%
 

13
%

 
14

%
 

12
%

 
15

%
 

17
%

 
17

%

３
０

歳
代

 
21

.3
1%

 
26

%
 

24
%

 
25

%
 

25
%

 
26

%
 

26
%

 
25

%

４
０

歳
代

 
26

.9
9%

 
24

%
 

24
%

 
22

%
 

26
%

 
26

%
 

28
%

 
28

%

５
０

歳
代

 
22

.6
1%

 
21

%
 

22
%

 
23

%
 

22
%

 
19

%
 

19
%

 
21

%

６
０

歳
代

 
17

.5
0%

 
13

%
 

14
%

 
14

%
 

12
%

 
12

%
 

8%
 

8%

７
０

歳
代

以
上

 
5.

02
%

 
4%

 
3%

 
3%

 
3%

 
1%

 
1%

 
0%

不
明

 
0.

08
%

 
0%

 
0%

 
0%

 
1%

 
1%

 
0%

 
0%

0
.0

0
%

1
0
.0

0
%

2
0
.0

0
%

3
0
.0

0
%

4
0
.0

0
%

5
0
.0

0
%

6
0
.0

0
%

7
0
.0

0
%

負
債

原
因

（
人

数
比

％
）
経

年
比

較
１

１
調

査
０

８
調

査
０

５
調

査

０
２

調
査

０
０

調
査

９
７

調
査

 

【
性

別
】

 

性
別

 
１

１
調

査
 

０
８

調
査

 
０

５
調

査
 

０
２

調
査

 
０

０
調

査
 

９
７

調
査

 

男
 

56
.3

2%
 

47
%

 
51

%
 

50
%

 
51

%
 

48
%

 

女
 

43
.6

0%
 

53
%

 
49

%
 

50
%

 
49

%
 

51
%

 

不
明

 
0.

08
%

 
0%

 
0%

 
0%

 
0%

 
1%

 

 (
3
)
 
収

入
 

破
産

債
務

者
の

平
均

月
収

は
、

１
１

万
７

５
７

６
円

で
あ

り
、

前
回

調
査

よ
り

減
少

し

て
い

る
（

２
０

０
８

年
調

査
：

１
２

万
１

２
８

８
円

、
２

０
０

５
年

調
査

：
１

１
万

０
０

６
１

円
、

２
０

０
２

年
調

査
：

１
０

万
４

６
３

９
円

）
。

 
生

活
扶

助
基

準
（

２
０

１
１

年
度

標
準

３
人

世
帯

東
京

都
区

部
が

１
７

６
，
１

７
０

円
）

以
下

で
あ

る
月

収
１

５
万

円
以

下
の

収
入

層
が

６
３

％
と

全
破

産
者

の
３

分
の

１
近

く
に

上
る

。
 

破
産

債
務

者
の

低
収

入
化

は
女

性
の

方
が

顕
著

で
あ

り
、

女
性

の
破

産
者

の
４

分
の

３

以
上

で
あ

る
７

７
％

が
月

収
１

５
万

円
以

下
の

収
入

層
で

あ
る

。
 

 月
収

帯
 

１
１

調
査

 
男

 
女

 
０

８
調

査
 

０
５

調
査

 
０

２
調

査
 

０
０

調
査

 
９

７
調

査
 

９
４

調
査

 

０
－

５
万

円
 

25
.2

8
%

 
20

.4
3

%
 

31
.5

4
%

 
27

%
 

33
%

 
33

%
 

32
%

 
32

%
 

30
%

 

５
－

１
０

万
円

 
15

.7
2

%
 

12
.0

9
%

 
20

.4
1

%
 

14
%

 
14

%
 

17
%

 
14

%
 

12
%

 
9

%
 

１
０

－
１

５
万

円
 

21
.7

2
%

 
19

.1
4

%
 

25
.0

5
%

 
18

%
 

18
%

 
18

%
 

17
%

 
21

%
 

15
%

 

１
５

－
２

０
万

円
 

15
.4

0
%

 
17

.9
9

%
 

12
.0

6
%

 
17

%
 

14
%

 
14

%
 

16
%

 
15

%
 

18
%

 

２
０

－
２

５
万

円
 

10
.5

3
%

 
14

.6
8

%
 

5.
1

9
%

 
12

%
 

11
%

 
10

%
 

9
%

 
11

%
 

15
%

 

２
５

－
３

０
万

円
 

5.
11

%
 

7.
48

%
 

2.
04

%
 

6%
 

4%
 

5%
 

5%
 

5%
 

7%
 

３
０

万
円

以
上

 
3.

89
%

 
5.

76
%

 
1.

48
%

 
3%

 
5%

 
3%

 
5%

 
4%

 
6%

 

不
明

 
2.

35
%

 
2.

45
%

 
2.

23
%

 
2%

 
1%

 
1%

 
2%

 
1%

 
1%

 

 

0
%

5
%

1
0
%

1
5
%

2
0
%

2
5
%

3
0
%

２
０

歳
未

満
２

０
歳

代
３

０
歳

代
４

０
歳

代
５

０
歳

代
６

０
歳

代
７

０
歳

代
以

上
不

明

年
齢

（
経

年
比

較
）

１
１

調
査

０
８

調
査

０
５

調
査

０
２

調
査

０
０

調
査

９
７

調
査

９
４

調
査

９
２

調
査
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 (
4
)
 
負

債
額

 
破

産
債

務
者

の
平

均
負

債
額

は
、

３
０

１
８

万
８

４
８

５
円

で
あ

る
が

、
破

産
債

務
者

の
５

２
％

、
半

数
以

上
が

負
債

額
５

０
０

万
円

未
満

で
あ

る
。

 
前

回
調

査
で

も
指

摘
さ

れ
た

少
な

い
負

債
額

で
も

支
払

い
不

能
と

な
る

債
務

者
が

増
加

し
て

い
る

傾
向

が
強

ま
っ

て
お

り
、

負
債

額
１

０
０

万
円

未
満

が
２

％
→

５
％

、
２

０
０

万
円

未
満

が
１

１
％

→
１

５
％

と
増

加
し

て
い

る
。

 
負

債
総

額
３

０
０

万
円

未
満

で
破

産
し

て
い

る
破

産
債

務
者

の
割

合
は

３
６

％
（

前
回

３
０

％
）

で
あ

り
、

破
産

者
の

３
分

の
１

以
上

を
占

め
る

。
女

性
に

限
れ

ば
負

債
総

額
３

０
０

万
円

未
満

が
４

８
％

（
前

回
３

７
％

）
で

あ
り

、
約

半
数

を
占

め
る

。
 

 単
位

：
万

円
 

１
１

調
査

男
 

女
 

０
８

調
査

 
０

５
調

査
０

２
調

査
 

０
０

調
査

９
７

調
査

 
９

４
調

査

１
０

０
未

満
 

4.
54

%
 

3.
88

%
 

5.
38

%
 

2%
 

1%
 

1%
1%

 
1%

 
1%

１
０

０
－

２
０

０
 

14
.9

9
%

 
10

.5
0

%
 

20
.7

8
%

 
11

%
 

8
%

 
7

%
6

%
 

7
%

 
5

%

２
０

０
－

３
０

０
 

16
.4

5
%

 
12

.0
9

%
 

22
.0

8
%

 
17

%
 

17
%

 
14

%
13

%
 

12
%

 
11

%

３
０

０
－

４
０

０
 

9.
8

9
%

 
8.

7
8

%
 

11
.3

2
%

 
16

%
 

15
%

 
15

%
14

%
 

13
%

 
25

%

４
０

０
－

５
０

０
 

6.
32

%
 

6.
04

%
 

6.
68

%
 

9%
 

10
%

 
10

%
11

%
 

11
%

 
0%

５
０

０
－

６
０

０
 

5.
02

%
 

5.
18

%
 

4.
82

%
 

6%
 

9%
 

8%
9%

 
9%

 
16

%

６
０

０
－

７
０

０
 

3.
00

%
 

3.
31

%
 

2.
60

%
 

3%
 

6%
 

6%
7%

 
6%

 
0%

７
０

０
－

１
０

０
０

 
5.

02
%

 
6.

33
%

 
3.

34
%

 
5%

 
8%

 
10

%
9

%
 

13
%

 
15

%

１
０

０
０

－
５

０
０

０
 

25
.4

5
%

 
31

.3
7

%
 

17
.8

1
%

 
23

%
 

19
%

 
20

%
23

%
 

22
%

 
26

%

５
０

０
０

－
１

億
 

4.
78

%
 

6.
47

%
 

2.
60

%
 

4%
 

2%
 

4%
4%

 
3%

 
0%

１
億

以
上

 
3.

89
%

 
5.

61
%

 
1.

67
%

 
4%

 
3%

 
4%

4%
 

3%
 

0%

不
明

 
0.

65
%

 
0.

43
%

 
0.

93
%

 
1%

 
0%

 
0%

0%
 

0%
 

1%

 

0
.0

0
%

5
.0

0
%

1
0
.0

0
%

1
5
.0

0
%

2
0
.0

0
%

2
5
.0

0
%

3
0
.0

0
%

3
5
.0

0
%

０
－

５
万

円
５

－
１

０
万

円
１

０
－

１
５

万
円

１
５

－
２

０
万

円
２

０
－

２
５

万
円

２
５

－
３

０
万

円
３

０
万

円
以

上
不

明

月
収

（
経

年
比

較
）

１
１

調
査

０
８

調
査

０
５

調
査

０
２

調
査

０
０

調
査

９
７

調
査

９
４

調
査

 

 (
5
)
 
債

権
者

数
 

債
権

者
数

は
、

以
下

の
グ

ラ
フ

及
び

表
の

と
お

り
、

２
０

０
０

年
調

査
以

降
、

減
少

傾

向
に

あ
り

、
今

回
調

査
に

お
け

る
債

権
者

数
の

平
均

は
、

７
．

１
９

で
あ

る
。

 
債

権
者

６
人

以
内

が
５

３
％

を
占

め
、

債
権

者
１

人
も

３
％

（
３

６
件

）
存

在
す

る
。

女
性

に
限

れ
ば

、
債

権
者

数
６

人
以

内
が

６
２

％
、

債
権

者
数

３
人

以
内

が
２

２
％

で
あ

る
。

 
 【

債
権

者
数

、
平

均
と

最
大

】
 

 
     

0
.0

0
%

5
.0

0
%

1
0
.0

0
%

1
5
.0

0
%

2
0
.0

0
%

2
5
.0

0
%

3
0
.0

0
%

負
債

額
（
経

年
比

較
）

１
１

調
査

０
８

調
査

０
５

調
査

０
２

調
査

０
０

調
査

９
７

調
査

９
４

調
査

０
０

調
査

０
２

調
査

０
５

調
査

０
８

調
査

１
１

調
査

平
均

の
負

債
内

容
（
債

権
者

数
）

1
3
.1

2
1
1
.5

9
.2

5
8
.2

7
.1

9

最
大

の
負

債
内

容
（
債

権
者

数
）

7
4

9
4

4
3

5
4

5
5

1
3
.1

2
1
1
.5

9
.2

5
8
.2

7
.1

9

7
4

9
4

4
3

5
4

5
5

0

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

債
権

者
数

平
均

と
最

大

（
経

年
比

較
）
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【
債

権
者

数
】

 

債
権

者
数

帯
 

全
体

 
全

体
累

計
 

男
 

男
累

計
 

女
 

女
累

計
 

１
件

 
2.

93
%

 
2.

93
%

 
2.

60
%

 
2.

60
%

 
3.

36
%

 
3.

36
%

２
～

３
件

 
15

.3
1%

 
18

.2
4%

 
12

.4
1%

 
15

.0
1%

 
19

.0
7%

 
22

.4
3%

４
～

６
件

 
34

.6
9%

 
52

.9
3%

 
30

.5
9%

 
45

.6
0%

 
40

.0
0%

 
62

.4
3%

７
～

９
件

 
26

.3
8%

 
79

.3
1%

 
27

.5
6%

 
73

.1
6%

 
24

.8
6%

 
87

.2
9%

１
０

～
１

４
件

 
14

.5
0%

 
93

.8
1%

 
17

.7
5%

 
90

.9
1%

 
10

.2
8%

 
97

.5
7%

１
５

～
１

９
件

 
3.

50
%

 
97

.3
1%

 
4.

76
%

 
95

.6
7%

 
1.

87
%

 
99

.4
4%

２
０

件
以

上
 

2.
69

%
 

10
0.

00
%

 
4.

33
%

 
10

0.
00

%
 

0.
56

%
 

10
0.

00
%

 (
6
)
 
債

権
者

の
属

性
 

債
権

者
の

属
性

に
つ

い
て

は
、
前

回
調

査
（

２
０

０
８

年
）
か

ら
調

査
項

目
に

加
え

た
。

 
 

 
前

回
調

査
か

ら
割

合
が

増
加

し
て

い
る

の
は

保
証

会
社
（

６
．
３

３
％

→
１

１
．
２

１
％

）

で
あ

り
、

減
少

し
て

い
る

の
は

登
録

貸
金

業
者

（
６

７
．

５
１

％
→

５
７

．
４

１
％

）
、

無
登

録
貸

金
業

者
（

１
．

１
７

％
→

０
．

３
２

％
）

な
ど

で
あ

る
。

 
 

 

    

民
間

金
融

機

関

政
府

系
金

融

機
関

登
録

貸
金

業

者
保

証
会

社
無

登
録

貸
金

業
者

医
療

関
係

税
金

・
社

会
保

険

そ
の

他
債

権

者

１
１

年
％

7
.7

4
%

3
.9

0
%

5
7
.4

1
%

1
1
.2

1
%

0
.3

2
%

0
.4

2
%

2
.6

5
%

1
6
.3

7
%

０
８

年
％

8
.3

9
%

3
.4

8
%

6
7
.5

1
%

6
.3

3
%

1
.1

7
%

0
.1

9
%

1
.8

7
%

1
1
.0

7
%

-
1
0
.0

0
%

0
.0

0
%

1
0
.0

0
%

2
0
.0

0
%

3
0
.0

0
%

4
0
.0

0
%

5
0
.0

0
%

6
0
.0

0
%

7
0
.0

0
%

債
権

者
の

属
性

(
7
)
 
職

業
 

破
産

債
務

者
の

職
業
（

申
立

て
時

点
）
は

、
以

下
の

表
及

び
グ

ラ
フ

の
と

お
り

で
あ

る
。

 
破

産
債

務
者

の
職

業
に

つ
い

て
、

２
０

０
８

年
調

査
ま

で
は

「
給

与
生

活
者

」
を

、
⒜

「
給

与
生

活
者

（
常

勤
、

派
遣

社
員

を
含

む
。
）
」

と
⒝

「
パ

ー
ト

・
ア

ル
バ

イ
ト

・
期

間

社
員

」
に

分
類

し
て

い
た

も
の

を
、

⒜
「

給
与

生
活

者
（

正
社

員
）
」

と
⒝

「
給

与
生

活
者

（
正

社
員

以
外

、
派

遣
社

員
・

パ
ー

ト
・

ア
ル

バ
イ

ト
・

期
間

社
員

な
ど

）
」

の
分

類
に

変

更
し

た
。

 
給

与
生

活
者

は
、

前
回

調
査

よ
り

減
少

し
（

６
１

％
→

５
３

％
）
、

給
与

生
活

者
の

約
半

数
は

、
正

社
員

以
外

（
非

正
規

雇
用

）
で

あ
る

。
 

他
方

、
生

活
保

護
受

給
者

が
前

回
調

査
か

ら
倍

増
し

（
３

％
→

７
％

）
、

過
去

最
高

値
と

な
っ

た
。

 
 

申
立

人
（
職

業
）
 

１
１

調
査

 
 

男
 

女
 

 
０

８
調

査
 

０
５

調
査

 
０

２
調

査
 

０
０

調
査

 
９

７
調

査
 

給
与

生
活

者
（
正

社
員

）
＊

注
 

28
.6

9%
 

35
.1

1%
 

20
.4

1%
 

37
%

 
37

%
 

37
%

 
38

%
 

36
%

 

給
与

生
活

者
（
正

社
員

以
外

）
 

24
.8

0%
 

18
.4

2%
 

33
.0

2%
 

24
%

 
20

%
 

17
%

 
17

%
 

15
%

 

自
営

・
自

由
業

 
7.

54
%

 
10

.7
9%

 
3.

34
%

 
6%

 
7%

 
7%

 
8%

 
7%

 

主
婦

・
内

職
 

2.
35

%
 

0.
00

%
 

5.
38

%
 

2%
 

3%
 

2%
 

4%
 

6%
 

年
金

生
活

者
 

5.
02

%
 

5.
76

%
 

4.
08

%
 

4%
 

4%
 

4%
 

3%
 

3%
 

生
活

保
護

受
給

者
 

6.
97

%
 

7.
48

%
 

6.
31

%
 

3%
 

2%
 

5%
 

3%
 

4%
 

無
職

 
23

.1
0%

 
21

.4
4%

 
25

.2
3%

 
22

%
 

28
%

 
27

%
 

25
%

 
26

%
 

不
明

 
1.

54
%

 
1.

01
%

 
2.

23
%

 
2%

 
0%

 
0%

 
2%

 
2%

 

＊
注

 
２

０
０

８
年

調
査

以
前

は
、
「

派
遣

社
員

」
が

含
ま

れ
て

い
る

。
 

 

 

0
.0

0
%

5
.0

0
%

1
0
.0

0
%

1
5
.0

0
%

2
0
.0

0
%

2
5
.0

0
%

3
0
.0

0
%

3
5
.0

0
%

4
0
.0

0
%

職
業

（
経

年
比

較
）

１
１

調
査

０
８

調
査

０
５

調
査

０
２

調
査

０
０

調
査

９
７

調
査
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(
8
)
 
住

居
形

態
 

住
居

形
態

に
つ

い
て

は
、

本
人

所
有

１
０

％
、

家
族

所
有

２
５

％
で

あ
る

。
 

前
回

調
査

よ
り

本
人

所
有

が
増

加
し

て
お

り
（

８
％

→
１

０
％

）
過

去
最

高
値

で
あ

る
。

 
前

記
(
1
)
破

産
理

由
（

多
重

債
務

に
陥

っ
た

原
因

）
と

し
て
「

住
宅

購
入

」
が

増
加

し
て

い
る

の
に

対
応

し
て

お
り

、
住

宅
ロ

ー
ン

の
支

払
い

が
で

き
ず

破
産

申
立

す
る

ケ
ー

ス
が

増
え

て
い

る
と

思
わ

れ
る

。
 

 

 

 (
9
)
 
同

一
家

計
の

家
族

人
数

 
同

一
家

計
の

家
族

人
数

に
つ

い
て

は
、

以
下

の
表

の
と

お
り

で
あ

る
。

 
本

調
査

に
お

け
る

特
徴

と
し

て
は

、
単

身
者

が
過

去
最

高
値

と
な

っ
て

い
る

（
１

８
％

→
２

２
％

）
。

 
 

家
族

人
数

 
１

１
調

査
 

０
８

調
査

 
０

５
調

査
 

０
２

調
査

 
０

０
調

査
 

９
７

調
査

 
９

２
調

査
 

単
身

 
22

.4
5%

 
18

%
 

19
%

 
20

%
 

17
%

17
%

 
20

%

２
人

 
25

.4
5%

 
25

%
 

24
%

 
22

%
 

23
%

25
%

 
23

%

３
人

 
20

.8
3%

 
21

%
 

23
%

 
21

%
 

22
%

23
%

 
22

%

４
人

 
15

.7
2%

 
19

%
 

18
%

 
18

%
 

20
%

20
%

 
22

%

５
人

 
8.

43
%

 
10

%
 

9%
 

11
%

 
11

%
10

%
 

8%

６
人

 
3.

57
%

 
4%

 
3%

 
4%

 
4%

3%
 

3%

７
人

 
1.

54
%

 
1%

 
2%

 
2%

 
1%

1%
 

1%

８
人

以
上

 
0.

24
%

 
1%

 
1%

 
0.

3%
 

0.
4%

0.
3%

 
0.

0%

記
入

漏
れ

 
1.

78
%

 
0%

 
1%

 
1%

 
2%

1%
 

2%

 

本
人

所
有

家
族

所
有

持
ち

家
で

な
い

１
１

調
査

1
0
%

2
5
%

6
4
%

０
８

調
査

8
%

2
9
%

6
3
%

０
５

調
査

7
%

2
5
%

6
8
%

０
２

調
査

9
%

2
1
%

7
0
%

０
０

調
査

7
%

1
9
%

7
4
%

９
７

調
査

4
%

1
5
%

8
1
%

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

7
0
%

8
0
%

9
0
%

住
居

形
態

（
経

年
比

較
：
有

効
回

答
の

％
）

(
1
0
)
 
借

入
れ

か
ら

申
立

て
ま

で
の

期
間

 
借

入
れ

か
ら

申
立

て
ま

で
の

期
間

に
つ

い
て

は
、

前
回

調
査

（
２

０
０

８
年

）
か

ら
調

査
項

目
に

加
わ

っ
た

。
 

借
入

れ
か

ら
申

立
て

ま
で

、
５

年
以

上
費

や
す

割
合

が
高

い
（

８
０

％
→

８
５

％
）

こ

と
に

変
化

は
な

い
。

 
 

申
立

決
意

期
間

 
１

１
調

査
 

男
 

女
 

０
８

調
査

 

１
年

未
満

 
0.

32
%

 
0.

29
%

 
0.

37
%

 
0.

57
%

 

１
年

～
２

年
未

満
 

0.
89

%
 

0.
58

%
 

1.
30

%
 

2.
46

%
 

２
年

～
３

年
未

満
 

3.
32

%
 

2.
88

%
 

3.
90

%
 

4.
59

%
 

３
年

～
４

年
未

満
 

3.
00

%
 

2.
45

%
 

3.
71

%
 

5.
08

%
 

４
年

～
５

年
未

満
 

6.
48

%
 

6.
19

%
 

6.
86

%
 

6.
15

%
 

５
年

以
上

 
84

.5
2%

 
86

.1
9%

 
82

.3
7%

 
79

.6
7%

 

記
入

漏
れ

 
1.

46
%

 
1.

44
%

 
1.

48
%

 
1.

48
%

 

 ２
 

破
産

事
件

処
理

の
実

態
 

(
1
)
 
申

立
代

理
人

の
有

無
 

調
査

対
象

者
の

１
２

３
４

名
に

つ
い

て
、

弁
護

士
が

代
理

人
と

し
て

受
任

し
て

い
る

申

立
人

は
９

７
６

名
（

７
９

％
）

で
あ

り
、

司
法

書
士

に
依

頼
し

て
い

る
も

の
が

２
０

４
名

（
１

７
％

）
、

申
立

代
理

人
無

し
が

５
２

名
（

４
％

）
、

不
明

が
２

名
で

あ
っ

た
。

 
弁

護
士

が
代

理
人

と
な

っ
て

い
る

割
合

が
増

加
し

（
７

２
％

→
７

９
％

）
、

過
去

最
高

値

で
あ

る
。

専
門

家
の

関
与

が
な

い
申

立
て

は
わ

ず
か

４
％

に
減

少
し

て
い

る
（

１
１

％
→

４
％

）
。

 
地

域
的

に
弁

護
士

が
代

理
人

と
し

て
受

任
し

て
い

る
件

数
が

５
０

％
を

切
っ

て
い

る
と

こ
ろ

は
高

知
、

鹿
児

島
の

２
地

裁
で

あ
っ

た
（

２
０

０
８

年
調

査
で

は
６

地
裁

）
。

 
 

代
理

人
委

任
 

人
数

 
男

 
女

 
％

 
０

８
調

査
 

０
５

調
査

 
０

２
調

査
 

０
０

調
査

 
９

７
調

査
 

申
立

代
理

人
有

り
 

9
7
6
 

5
5
2
 

4
2
4
 

79
.0

9%
 

72
.4

6%
 

67
.6

0%
 

71
.1

3%
 

69
.1

7%
 

74
.2

0%
 

申
立

代
理

人
無

し
 

5
2
 

2
7
 

2
5
 

4.
21

%
 

11
.1

5%
 

29
.0

9%
 

27
.3

8%
 

30
.5

1%
 

23
.4

2%
 

司
法

書
士

に
依

頼
 

2
0
4
 

1
1
4
 

9
0
 

16
.5

3%
 

16
.2

3%
 

1.
13

%
 

0.
41

%
 

0.
00

%
 

0.
00

%
 

不
明

・
記

入
漏

れ
 

2
 

2
 

0
 

0.
16

%
 

0.
16

%
 

2.
18

%
 

1.
08

%
 

0.
33

%
 

2.
39

%
 

 (
2
)
 
破

産
申

立
か

ら
破

産
開

始
決

定
ま

で
の

期
間

 
今

回
調

査
に

お
け

る
破

産
申

立
か

ら
破

産
開

始
決

定
ま

で
の

平
均

日
数

は
、

３
８

．
８

日
で

あ
る

。
 

２
０

０
２

年
調

査
、
２

０
０

５
年

調
査

及
び

２
０

０
８

年
調

査
で

指
摘

さ
れ

て
い

た
「

破

産
申

立
か

ら
破

産
開

始
決

定
ま

で
の

劇
的

な
短

縮
化

」
は

、
揺

り
戻

し
の

傾
向

に
あ

る
。

 
具

体
的

に
は

、
３

０
日

未
満

が
（

２
０

０
２

年
：

２
８

％
、

２
０

０
５

年
：

６
６

％
、

２
０

０
８

年
：

６
２

％
、

２
０

１
１

年
：

５
３

％
）
、

４
５

日
未

満
が

（
２

０
０

２
年

：
６

０
％

、
２

０
０

５
年

：
８

１
％

、
２

０
０

８
年

：
８

１
％

、
２

０
１

１
年

：
７

２
％

）
で
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あ
る

。
 

 
破

産
申

立
か

ら
破

産
開

始
決

定
ま

で
の

期
間

 
１

１
調

査
 

０
８

調
査

 
０

５
調

査
 

０
２

調
査

０
０

調
査

 
９

７
調

査
 

０
日

（
即

日
）
 

1.
28

%
 

3.
55

%
 

4.
21

%
 

2.
45

%
0.

00
%

 
0%

１
０

日
未

満
 

13
.5

5%
 

13
.4

6%
 

21
.6

3%
 

2.
53

%
0.

26
%

 
0%

１
０

日
以

上
３

０
日

未
満

 
38

.2
1%

 
45

.2
3%

 
40

.0
7%

 
23

.0
8%

5.
14

%
 

6%

３
０

日
以

上
４

５
日

未
満

 
19

.0
0%

 
18

.8
8%

 
14

.7
0%

 
32

.2
6%

15
.4

3%
 

15
%

４
５

日
以

上
６

０
日

未
満

 
10

.9
9%

 
7.

10
%

 
7.

40
%

 
16

.7
8%

17
.9

6%
 

14
%

６
０

日
以

上
９

０
日

未
満

 
8.

54
%

 
7.

20
%

 
7.

12
%

 
15

.1
2%

24
.4

1%
 

23
%

９
０

日
以

上
１

３
５

日
未

満
 

5.
44

%
 

3.
08

%
 

3.
46

%
 

3.
93

%
15

.9
5%

 
23

%

１
３

５
日

以
上

１
８

０
日

未
満

 
1.

71
%

 
1.

21
%

 
0.

75
%

 
1.

57
%

9.
24

%
 

10
%

１
８

０
日

以
上

 
1.

28
%

 
0.

00
%

 
0.

37
%

 
1.

84
%

11
.5

1%
 

9%

不
明

 
0.

00
%

 
0.

28
%

 
0.

28
%

 
0.

44
%

0.
09

%
 

1%

 

 

 (
3
)
 
破

産
開

始
決

定
か

ら
免

責
決

定
ま

で
の

期
間

 
今

回
調

査
に

お
け

る
破

産
開

始
決

定
か

ら
免

責
決

定
ま

で
の

期
間

は
、

平
均

６
８

日
で

あ
る

。
(
2
)
破

産
申

立
か

ら
破

産
開

始
決

定
ま

で
の

平
均

日
数

が
３

８
．

８
日

で
あ

る
こ

と

か
ら

、
破

産
申

立
か

ら
免

責
決

定
ま

で
の

総
期

間
は

、
平

均
１

０
６

．
７

日
で

あ
る

。
 

破
産

開
始

決
定

か
ら

免
責

決
定

ま
で

の
期

間
に

つ
い

て
は

、
(
2
)
と

異
な

り
、

短
縮

化
傾

向
が

進
展

し
、

４
か

月
未

満
が

９
９

．
２

５
％

と
な

っ
て

い
る

。
 

 
破

産
開

始
決

定
か

ら
免

責
決

定
ま

で
の

期
間

 
１

１
調

査
 

０
８

調
査

 
０

５
調

査
 

０
２

調
査

 
０

０
調

査
９

７
調

査
 

４
か

月
未

満
 

99
.2

5%
 

98
.6

9%
 

96
.2

0%
 

78
.9

1%
 

10
.5

0%
 

3%

４
か

月
以

上
５

か
月

未
満

 
0.

32
%

 
0.

56
%

 
2.

28
%

 
11

.7
4%

 
19

.7
3%

 
14

%

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

不
明

１
８

０
日

以
上

１
３

５
日

以
上

１
８

０
日

未
満

９
０

日
以

上
１

３
５

日
未

満

６
０

日
以

上
９

０
日

未
満

４
５

日
以

上
６

０
日

未
満

３
０

日
以

上
４

５
日

未
満

１
０

日
以

上
３

０
日

未
満

１
０

日
未

満

０
日

（
即

日
）

破
産

申
立

か
ら

開
始

決
定

ま
で

の
期

間
１

１
調

査
０

８
調

査
０

５
調

査
０

２
調

査
０

０
調

査
９

７
調

査

５
か

月
以

上
６

か
月

未
満

 
0.

00
%

 
0.

00
%

 
0.

47
%

 
2.

91
%

 
24

.3
8%

 
17

%
 

６
か

月
以

上
７

か
月

未
満

 
0.

11
%

 
0.

00
%

 
0.

28
%

 
1.

24
%

 
16

.1
6%

 
10

%
 

７
か

月
以

上
８

か
月

未
満

 
0.

32
%

 
0.

19
%

 
0.

00
%

 
0.

79
%

 
10

.4
1%

 
11

%
 

８
か

月
以

上
９

か
月

未
満

 
0.

00
%

 
0.

09
%

 
0.

00
%

 
1.

32
%

 
6.

76
%

 
12

%
 

９
か

月
以

上
１

年
未

満
 

0.
00

%
 

0.
09

%
 

0.
09

%
 

0.
62

%
 

7.
67

%
 

16
%

 

１
年

以
上

１
年

半
未

満
 

0.
00

%
 

0.
00

%
 

0.
00

%
 

0.
26

%
 

3.
38

%
 

13
%

 

１
年

半
以

上
 

0.
00

%
 

0.
09

%
 

0.
09

%
 

0.
00

%
 

0.
82

%
 

1%
 

不
明

 
0.

00
%

 
0.

28
%

 
0.

57
%

 
2.

21
%

 
0.

18
%

 
3%

 

 

 

 (
4
)
 
破

産
終

結
内

容
 

破
産

終
結

内
容

と
し

て
は

、
２

０
０

２
年

を
ピ

ー
ク

に
同

時
廃

止
が

減
少

し
、

今
回

調

査
で

は
、

７
７

％
ま

で
減

少
し

た
。

約
２

割
が

管
財

事
件

と
な

っ
て

い
る

。
 

 破
産

終
結

内
容

 
１

１
調

査
 

０
８

調
査

 
０

５
調

査
 

０
２

調
査

 
０

０
調

査
 

９
７

調
査

 

同
時

廃
止

 
76

.8
2%

 
87

.7
0%

 
93

.0
3%

 
95

.0
4%

 
93

.5
6%

 
92

.2
9%

 

異
時

廃
止

 
14

.9
1%

 
7.

87
%

 
4.

53
%

 
1.

82
%

 
2.

77
%

 
1.

65
%

 

配
当

終
結

 
5.

43
%

 
2.

13
%

 
0.

35
%

 
0.

25
%

 
2.

20
%

 
2.

20
%

 

申
立

却
下

 
0.

16
%

 
0.

00
%

 
0.

00
%

 
0.

25
%

 
0.

16
%

 
0.

09
%

 

申
立

棄
却

 
0.

08
%

 
0.

08
%

 
0.

09
%

 
0.

08
%

 
0.

24
%

 
0.

37
%

 

取
下

げ
 

2.
19

%
 

1.
64

%
 

0.
70

%
 

1.
24

%
 

0.
65

%
 

2.
66

%
 

死
亡

終
了

 
0.

24
%

 
0.

00
%

 
0.

00
%

 
0.

00
%

 
0.

08
%

 
0.

28
%

 

記
入

漏
れ

 
0.

16
%

 
0.

57
%

 
1.

31
%

 
1.

32
%

 
0.

33
%

 
0.

46
%

 

  

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

7
0
%

8
0
%

9
0
%

1
0
0
%

不
明

１
年

半
以

上

１
年

以
上

１
年

半
未

満

９
か

月
以

上
１

年
未

満

８
か

月
以

上
９

か
月

未
満

７
か

月
以

上
８

か
月

未
満

６
か

月
以

上
７

か
月

未
満

５
か

月
以

上
６

か
月

未
満

４
か

月
以

上
５

か
月

未
満

４
か

月
未

満

破
産

開
始

決
定

か
ら

免
責

決
定

ま
で

の
期

間
１

１
調

査
０

８
調

査
０

５
調

査

０
２

調
査

０
０

調
査

９
７

調
査
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 (
5
)
 
免

責
申

立
 

調
査

対
象

と
な

っ
た

１
２

３
４

件
の

う
ち

、
免

責
申

立
が

無
か

っ
た

の
は

１
件

の
み

で

あ
っ

た
。

 
 

申
立

の
有

無
 

１
１

調
査

 
０

８
調

査
 

０
５

調
査

 
０

２
調

査
 

０
０

調
査

 
９

７
調

査
 

免
責

申
立

有
り

 
99

.9
%

 
99

.3
%

 
99

.3
%

 
98

.7
%

 
97

.1
%

 
97

.7
%

免
責

申
立

無
し

 
0.

1%
 

0.
7%

 
0.

7%
 

1.
3%

 
2.

9%
 

2.
3%

 (
6
)
 
免

責
意

見
申

述
の

有
無

 
９

７
年

調
査

以
降

で
、

大
き

な
変

化
は

な
い

。
３

％
か

ら
４

％
の

事
件

で
の

み
免

責
異

議
の

意
見

が
申

述
さ

れ
て

い
る

。
 

 免
責

意
見

申
述

の
有

無
 

１
１

調
査

 
０

８
調

査
 

０
５

調
査

 
０

２
調

査
 

０
０

調
査

 
９

７
調

査
 

免
責

意
見

申
述

有
り

 
3.

73
%

 
4.

71
%

 
3.

51
%

 
4.

44
%

 
3.

86
%

 
4.

77
%

免
責

意
見

申
述

無
し

 
90

.8
4%

 
84

.8
1%

 
95

.3
5%

 
93

.8
0%

 
90

.4
3%

 
88

.2
2%

不
明

（
記

入
漏

れ
）
 

5.
43

%
 

10
.4

9%
 

1.
14

%
 

1.
76

%
 

5.
71

%
 

7.
01

%

 (
7
)
 
免

責
申

立
の

結
果

 
免

責
申

立
の

結
果

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
り

、
９

６
．

６
７

％
が

免
責

許
可

を
受

け
、

不
許

可
は

わ
ず

か
０

．
０

８
％

に
す

ぎ
な

い
。

９
７

年
調

査
以

降
、
「

取
下

げ
」

が
若

干
増

加
傾

向
に

あ
る

。
 

 
免

責
結

果
 

１
１

調
査

 
０

８
調

査
 

０
５

調
査

 
０

２
調

査
 

０
０

調
査

 
９

７
調

査
 

許
可

 
96

.6
7%

 
97

.8
5%

 
97

.6
3%

 
97

.9
0%

 
95

.4
7%

 
94

.3
5%

不
許

可
 

0.
08

%
 

0.
17

%
 

0.
26

%
 

0.
08

%
 

0.
92

%
 

0.
97

%

申
立

却
下

・
棄

却
 

0.
24

%
 

0.
08

%
 

0.
26

%
 

0.
34

%
 

0.
67

%
 

0.
29

%

取
下

げ
 

2.
11

%
 

1.
57

%
 

0.
88

%
 

0.
84

%
 

0.
00

%
 

0.
39

%

死
亡

終
了

 
0.

24
%

 
0.

08
%

 
0.

09
%

 
0.

00
%

 
0.

25
%

 
0.

49
%

不
明

（
記

入
漏

れ
含

む
）
 

0.
65

%
 

0.
25

%
 

0.
88

%
 

0.
84

%
 

2.
69

%
 

3.
51

%

 (
8
)
 
免

責
確

定
前

の
強

制
執

行
 

破
産

申
立

１
２

３
４

件
中

、
強

制
執

行
を

受
け

た
件

数
は

８
４

件
（

６
．

８
１

％
）
、

全

く
強

制
執

行
を

受
け

な
か

っ
た

件
数

は
、
１

１
３

３
件
（

９
１

．
８

２
％

）
で

あ
っ

た
（

不

明
１

７
件

）
。

 
強

制
執

行
を

受
け

た
割

合
は

、
２

０
０

０
年

調
査

か
ら

緩
や

か
に

減
少

し
て

い
た

が
、

今
回

調
査

で
は

２
０

０
０

年
調

査
に

近
い

割
合

に
ま

で
増

加
し

て
い

る
。

 
強

制
執

行
の

対
象

に
つ

い
て

は
、

２
０

０
０

年
調

査
か

ら
給

与
等

の
債

権
の

強
制

執
行

の
割

合
が

減
少

し
、

不
動

産
の

強
制

執
行

の
割

合
が

増
加

し
て

い
る

。
 

ま
た

、
前

回
調

査
と

比
べ

る
と

動
産

執
行

の
割

合
が

増
加

し
て

い
る

。
 

 
強

制
執

行
（
有

無
）
 

１
１

調
査

 
０

８
調

査
 

０
５

調
査

 
０

２
調

査
 

０
０

調
査

 
９

７
調

査
 

強
制

執
行

有
り

 
6.

81
%

 
4.

18
%

 
4.

36
%

 
6.

37
%

 
7.

26
%

 
8.

63
%

 

強
制

執
行

無
し

 
91

.8
2%

 
94

.5
1%

 
95

.0
3%

 
91

.0
7%

 
92

.0
1%

 
90

.2
7%

 

不
明

 
1.

38
%

 
1.

31
%

 
0.

61
%

 
2.

56
%

 
0.

73
%

 
1.

10
%

 

強
制

執
行

（
対

象
）
 

１
１

調
査

 
０

８
調

査
 

０
５

調
査

 
０

２
調

査
 

０
０

調
査

 
９

７
調

査
 

動
産

 
8.

89
%

 
1.

85
%

 
0.

00
%

 
6.

94
%

 
7.

53
%

 
20

.0
0%

 

不
動

産
 

57
.7

8%
 

57
.4

1%
 

38
.7

8%
 

31
.9

4%
 

30
.1

1%
 

29
.4

7%
 

給
与

等
の

債
権

 
33

.3
3%

 
40

.7
4%

 
61

.2
2%

 
61

.1
1%

 
62

.3
7%

 
50

.5
3%

 

 (
9
)
 
一

部
弁

済
の

有
無

 
同

時
廃

止
事

案
に

お
い

て
、

裁
判

所
の

勧
告

又
は

そ
の

他
の

事
情

に
よ

り
一

部
任

意
弁

済
が

な
さ

れ
た

ケ
ー

ス
は

、
２

０
０

５
年

調
査

以
降

、
２

％
か

ら
３

％
で

推
移

し
て

い
る

。
 

 
一

部
弁

済
（
有

無
）
 

１
１

調
査

 
０

８
調

査
 

０
５

調
査

 
０

２
調

査
 

０
０

調
査

 
９

７
調

査
 

一
部

弁
済

有
り

 
3.

16
%

 
2.

90
%

 
3.

37
%

 
6.

61
%

 
11

.1
6%

 
8.

96
%

 

一
部

弁
済

無
し

 
95

.0
4%

 
95

.7
0%

 
95

.8
8%

 
91

.0
4%

 
87

.0
1%

 
87

.8
6%

 

不
明

 
1.

79
%

 
1.

40
%

 
0.

75
%

 
2.

35
%

 
1.

83
%

 
3.

18
%

 

一
部

弁
済

の
理

由
 

１
１

調
査

 
０

８
調

査
 

０
５

調
査

 
０

２
調

査
 

０
０

調
査

 
９

７
調

査
 

退
職

金
債

権
有

り
 

3.
13

%
 

10
.5

3%
 

14
.2

9%
 

8.
99

%
 

12
.3

3%
 

8.
04

%
 

生
命

保
険

解
約

金
有

り
 

21
.8

8%
 

23
.6

8%
 

26
.1

9%
 

23
.6

0%
 

19
.1

8%
 

19
.6

4%
 

免
責

不
許

可
事

由
有

り
 

9.
38

%
 

7.
89

%
 

16
.6

7%
 

37
.0

8%
 

40
.4

1%
 

30
.3

6%
 

そ
の

他
特

殊
理

由
 

59
.3

8%
 

50
.0

0%
 

26
.1

9%
 

20
.2

2%
 

14
.3

8%
 

29
.4

6%
 

弁
済

理
由

不
明

 
6.

25
%

 
7.

89
%

 
16

.6
7%

 
10

.1
1%

 
13

.7
0%

 
12

.5
0%
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第
３

 
個

人
再

生
記

録
調

査
結

果
分

析
 

１
 

個
人

再
生

申
立

債
務

者
の

実
像

 
 
(
1
)
 
申

立
理

由
（

多
重

債
務

に
陥

っ
た

原
因

）
 

個
人

再
生

債
務

者
が

多
重

債
務

を
負

担
す

る
に

至
っ

た
主

た
る

理
由

は
、

次
の

表
の

と

お
り

で
あ

る
（

複
数

回
答

）
。

 
前

回
調

査
（

２
０

０
８

年
）

か
ら

比
較

す
る

と
、

生
活

苦
・

低
所

得
（

３
３

．
２

４
％

→
３

５
．
４

４
％

）
、
失

業
（

１
０

．
７

９
％

→
１

４
．
１

８
％

）
、
給

料
の

減
少
（

１
４

．

２
６

％
→

２
０

．
０

７
％

）
、

生
活

用
品

の
購

入
（

６
．

３
６

％
→

９
．

４
９

％
）

が
増

加

し
て

お
り

、
い

ず
れ

も
２

０
０

２
年

調
査

以
降

最
大

値
と

な
っ

て
い

る
。
破

産
と

同
様

、「
不

況
に

よ
る

生
活

苦
型

債
務

破
綻

」
の

更
な

る
深

刻
化

を
表

し
て

い
る

。
 

ま
た

、
住

宅
購

入
（

１
７

．
２

４
％

→
２

７
．

７
０

％
）

も
過

去
最

大
値

と
な

っ
て

い

る
。

失
業

・
給

料
の

減
少

な
ど

に
よ

り
、

住
宅

ロ
ー

ン
が

支
払

え
な

く
な

り
個

人
再

生
を

申
し

立
て

ざ
る

を
得

な
い

多
重

債
務

者
の

実
情

を
う

か
が

わ
せ

る
。

 
他

方
、

浪
費

・
遊

興
費

（
１

７
．

２
４

％
→

１
５

．
８

１
％

）
・

ギ
ャ

ン
ブ

ル
（

１
５

．

５
１

％
→

９
．

９
９

％
）

を
原

因
と

す
る

個
人

再
生

は
、

減
少

し
て

い
る

。
も

っ
と

も
、

破
産

の
場

合
と

比
較

す
る

と
そ

の
割

合
は

高
く

（
浪

費
・

遊
興

費
：

破
産

１
０

％
・

再
生

１
６

％
、

ギ
ャ

ン
ブ

ル
：

破
産

５
％

・
再

生
１

０
％

）
、

破
産

に
お

け
る

免
責

不
許

可
の

リ

ス
ク

回
避

の
た

め
に

個
人

再
生

手
続

を
利

用
す

る
傾

向
が

あ
る

こ
と

を
う

か
が

わ
せ

る
。

 
小

規
模

個
人

再
生

と
給

与
取

得
者

等
再

生
を

比
較

す
る

と
、

小
規

模
個

人
再

生
申

立
者

が
生

活
苦
・
低

所
得

の
割

合
が

高
く
（

小
規

模
１

７
．
０

４
％

、
給

与
者

１
３

．
８

４
％

）
、

給
与

取
得

者
等

再
生

申
立

者
が

住
宅

購
入

の
割

合
が

高
い

（
小

規
模

１
１

．
５

１
％

、
給

与
者

１
４

．
２

７
％

）
。

 
負

債
原

因
（
人

数
比

）
経

年
比

較
 

１
１

調
査

 
０

８
調

査
 

０
５

調
査

 
０

２
調

査
 

１
１

破
産

 

生
活

苦
・
低

所
得

 
35

.4
4%

 
33

.2
4%

 
31

.0
7%

 
26

.4
8%

 
60

.2
9%

病
気

・
医

療
費

 
13

.6
3%

 
10

.6
0%

 
11

.0
0%

 
14

.1
2%

 
20

.2
6%

失
業

・
転

職
 

14
.1

8%
 

10
.7

9%
 

13
.0

2%
 

9.
44

%
 

19
.7

7%
給

料
の

減
少

 
20

.0
7%

 
14

.2
6%

 
11

.3
7%

 
14

.7
0%

 
16

.1
3%

事
業

資
金

 
11

.2
3%

 
9.

34
%

 
7.

24
%

 
15

.6
8%

 
23

.6
6%

負
債

の
返

済
（
保

証
以

外
）
 

17
.6

7%
 

16
.1

8%
 

18
.9

7%
 

16
.5

5%
 

24
.4

7%
保

証
債

務
 

8.
83

%
 

16
.0

9%
 

15
.8

6%
 

18
.6

0%
 

18
.8

6%
第

三
者

の
債

務
の

肩
代

わ
り

 
5.

89
%

 
7.

37
%

名
義

貸
し

 
1.

31
%

 
2.

12
%

 
3.

39
%

 
2.

63
%

 
3.

32
%

生
活

用
品

の
購

入
 

9.
49

%
 

6.
36

%
 

9.
44

%
 

6.
13

%
 

11
.4

3%
教

育
資

金
 

9.
05

%
 

7.
42

%
 

5.
68

%
 

4.
58

%
 

7.
78

%
冠

婚
葬

祭
 

2.
62

%
 

2.
02

%
 

1.
83

%
 

1.
07

%
 

2.
43

%
住

宅
購

入
 

27
.7

0%
 

17
.2

4%
 

21
.2

6%
 

18
.1

1%
 

12
.2

4%
ギ

ャ
ン

ブ
ル

 
10

.1
4%

 
15

.5
1%

 
9.

99
%

 
4.

97
%

 
4.

94
%

浪
費

・
遊

興
費

 
15

.8
1%

 
17

.2
4%

 
17

.9
7%

 
12

.7
6%

 
9.

56
%

投
資

（
株

式
、

会
員

権
、

不
動

産
等

）
 

2.
62

%
 

1.
54

%
 

1.
28

%
 

0.
97

%
 

1.
46

%
そ

の
他

 
16

.6
8%

 
18

.6
9%

 
19

.3
4%

 
20

.2
5%

 
14

.5
9%

負
債

原
因

（
構

成
比

）
１

１
調

査
 

回
答

数
 

小
規

模
 

給
与

者
 

回
答

数
％

 
小

規
模

％
 

給
与

者
％

 

生
活

苦
・
低

所
得

 
32

5 
22

8 
97

 
15

.9
4%

 
17

.0
4%

 
13

.8
4%

 

病
気

・
医

療
費

 
12

5 
79

 
46

 
6.

13
%

 
5.

90
%

 
6.

56
%

 

失
業

・
転

職
 

13
0 

76
 

54
 

6.
38

%
 

5.
68

%
 

7.
70

%
 

給
料

の
減

少
 

18
4 

11
5 

69
 

9.
02

%
 

8.
59

%
 

9.
84

%
 

事
業

資
金

 
10

3 
76

 
27

 
5.

05
%

 
5.

68
%

 
3.

85
%

 

負
債

の
返

済
（
保

証
以

外
）
 

16
2 

10
3 

59
 

7.
95

%
 

7.
70

%
 

8.
42

%
 

保
証

債
務

 
81

 
40

 
41

 
3.

97
%

 
2.

99
%

 
5.

85
%

 

第
三

者
の

債
務

の
肩

代
わ

り
 

54
 

40
 

14
 

2.
65

%
 

2.
99

%
 

2.
00

%
 

名
義

貸
し

 
12

 
7 

5 
0.

59
%

 
0.

52
%

 
0.

71
%

 

生
活

用
品

の
購

入
 

87
 

58
 

29
 

4.
27

%
 

4.
33

%
 

4.
14

%
 

教
育

資
金

 
83

 
55

 
28

 
4.

07
%

 
4.

11
%

 
3.

99
%

 

冠
婚

葬
祭

 
24

 
13

 
11

 
1.

18
%

 
0.

97
%

 
1.

57
%

 

住
宅

購
入

 
25

4 
15

4 
10

0 
12

.4
6%

 
11

.5
1%

 
14

.2
7%

 

ギ
ャ

ン
ブ

ル
 

93
 

65
 

28
 

4.
56

%
 

4.
86

%
 

3.
99

%
 

浪
費

・
遊

興
費

 
14

5 
10

3 
42

 
7.

11
%

 
7.

70
%

 
5.

99
%

 

投
資

（
株

式
、

会
員

権
、

不
動

産
等

）
 

24
 

15
 

9 
1.

18
%

 
1.

12
%

 
1.

28
%

 

そ
の

他
 

15
3 

11
1 

42
 

7.
50

%
 

8.
30

%
 

5.
99

%
 

合
計

 
20

39
 

13
38

 
70

1 
10

0.
00

%
 

10
0.

00
%

 
10

0.
00

%
 

 

 

0
.0

0
%

5
.0

0
%

1
0
.0

0
%

1
5
.0

0
%

2
0
.0

0
%

2
5
.0

0
%

3
0
.0

0
%

3
5
.0

0
%

4
0
.0

0
%

負
債

原
因

（
人

数
比

％
比

較
）

１
１

調
査

０
８

調
査

０
５

調
査

０
２

調
査
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(
2
)
 
個

人
再

生
申

立
債

務
者

の
年

齢
・

性
別

 
個

人
再

生
申

立
債

務
者

の
年

齢
・

性
別

は
、

以
下

の
表

の
と

お
り

で
あ

る
。

 
前

回
調

査
か

ら
増

加
傾

向
に

あ
る

の
が

、
６

０
歳

代
（

４
．

５
３

％
→

６
．

３
２

％
）
、

７
０

歳
代

（
０

．
２

９
％

→
０

．
８

７
％

）
で

あ
り

、
い

ず
れ

も
過

去
最

大
値

で
あ

る
。

他
方

、
２

０
歳

代
が

激
減

し
（

１
２

．
５

２
％

→
５

．
２

３
％

）
、

３
０

歳
代

も
減

少
傾

向

に
あ

る
（

３
２

．
３

７
％

→
２

３
．

３
４

％
）
。

 
破

産
と

の
違

い
は

、
４

０
歳

代
の

申
立

債
務

者
の

割
合

が
増

加
し

て
い

る
点

で
あ

る
（

２

９
．

４
８

％
→

４
３

．
５

１
％

、
な

お
破

産
は

２
４

％
→

２
７

％
）
。

 
性

別
に

つ
い

て
は

、
２

０
０

２
年

調
査

以
降

、
男

性
が

約
８

割
を

占
め

る
状

態
が

続
い

て
い

る
。

 
 

【
年

齢
】

 

年
齢

帯
 

１
１

調
査

 
男

 
女

 
０

８
調

査
 

０
５

調
査

 
０

２
調

査
 

１
１

破
産

 

２
０

歳
未

満
 

0.
00

%
0.

00
%

 
0.

00
%

 
0.

00
%

0.
00

%
0.

00
%

0.
00

%
２

０
歳

代
 

5.
23

%
4.

95
%

 
6.

35
%

 
12

.5
2%

14
.7

6%
12

.0
7%

6.
00

%
３

０
歳

代
 

23
.3

4%
23

.4
9%

 
22

.7
5%

 
32

.3
7%

34
.5

6%
34

.5
7%

21
.0

0%
４

０
歳

代
 

43
.5

1%
43

.6
8%

 
42

.8
6%

 
29

.4
8%

30
.4

3%
31

.0
6%

27
.0

0%
５

０
歳

代
 

20
.7

2%
21

.0
2%

 
19

.5
8%

 
20

.6
2%

14
.9

4%
17

.2
3%

23
.0

0%
６

０
歳

代
 

6.
32

%
6.

18
%

 
6.

88
%

 
4.

53
%

4.
22

%
4.

48
%

18
.0

0%
７

０
歳

代
以

上
 

0.
87

%
0.

69
%

 
1.

59
%

 
0.

29
%

0.
73

%
0.

39
%

5.
00

%
不

明
 

0.
00

%
0.

00
%

 
0.

00
%

 
0.

19
%

0.
37

%
0.

19
%

0.
00

%
【

性
別

】
 

性
別

 
１

１
調

査
 

小
規

模
 

給
与

者
 

０
８

調
査

 
０

５
調

査
 

０
２

調
査

 

男
 

79
.3

9%
78

.8
8%

 
80

.3
9%

 
76

.9
7%

 
77

.7
3%

80
.1

4%

女
 

20
.5

0%
20

.9
6%

 
19

.6
1%

 
22

.9
3%

 
22

.1
8%

19
.8

6%

不
明

 
0.

11
%

0.
17

%
 

0.
00

%
 

0.
10

%
 

0.
09

%
0.

00
%

 (
3
)
 
収

入
 

個
人

再
生

手
続

で
は

、
「

継
続

的
収

入
の

見
込

み
」
「

弁
済

計
画

の
履

行
可

能
性

」
が

要

件
と

さ
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
、

破
産

債
務

者
と

比
較

し
て

再
生

債
務

者
の

収
入

が
高

い
。

 
破

産
債

務
者

の
平

均
月

収
が

１
１

万
７

５
６

７
円

で
あ

る
の

に
対

し
て

、
再

生
債

務
者

の
平

均
月

収
は

２
４

万
４

７
７

５
円

で
あ

る
。

 
 

月
収

帯
 

１
１

調
査

 
男

 
女

 
０

８
 

０
５

 
０

２
 

１
１

破
産

 

５
万

円
未

満
 

0.
22

%
0.

00
%

 
1.

06
%

 
0.

58
%

 
0.

55
%

 
0.

88
%

 
25

.2
8%

５
万

円
以

上
１

０
万

円
未

満
 

2.
62

%
0.

69
%

 
10

.0
5%

 
4.

34
%

 
3.

76
%

 
3.

12
%

 
15

.7
2%

１
０

万
円

以
上

１
５

万
円

未
満

 
10

.4
7%

7.
83

%
 

20
.6

3%
 

10
.4

0%
 

11
.0

0%
 

9.
74

%
 

21
.7

2%
１

５
万

円
以

上
２

０
万

円
未

満
 

18
.8

7%
16

.2
1%

 
29

.1
0%

 
18

.9
8%

 
20

.8
1%

 
18

.6
0%

 
15

.4
0%

２
０

万
円

以
上

２
５

万
円

未
満

 
22

.5
7%

23
.6

3%
 

18
.5

2%
 

23
.0

3%
 

25
.8

5%
 

22
.0

1%
 

10
.5

3%
２

５
万

円
以

上
３

０
万

円
未

満
 

17
.5

6%
20

.1
9%

 
7.

41
%

 
19

.2
7%

 
17

.1
4%

 
16

.6
5%

 
5.

11
%

３
０

万
円

以
上

 
25

.3
0%

 
29

.4
0%

 
9.

52
%

 
21

.4
8%

 
20

.2
6%

 
28

.3
3%

 
3.

89
%

 
不

明
 

2.
40

%
 

2.
06

%
 

3.
70

%
 

1.
93

%
 

0.
64

%
 

0.
68

%
 

2.
35

%
 

 

 

 (
4
)
 
負

債
額

 
負

債
額

に
つ

い
て

は
、

住
宅

ロ
ー

ン
を

含
ん

だ
記

載
と

住
宅

ロ
ー

ン
を

含
ま

な
い

記
載

が
混

在
し

て
い

る
た

め
、

参
考

値
と

し
て

次
の

表
を

掲
載

す
る

。
 

 
負

債
額

帯
 

１
１

調
査

 
男

 
女

 
０

８
調

査
 

０
５

調
査

 
０

２
調

査
 

１
０

０
万

円
未

満
 

0.
65

%
 

0.
55

%
 

1.
06

%
 

0.
87

%
 

0.
64

%
 

0.
29

%
 

１
０

０
～

２
０

０
万

円
 

5.
02

%
 

3.
98

%
 

8.
99

%
 

3.
85

%
 

5.
13

%
 

3.
60

%
 

２
０

０
～

３
０

０
万

円
 

7.
96

%
 

6.
04

%
 

15
.3

4%
 

12
.3

3%
 

11
.0

9%
 

8.
37

%
 

３
０

０
～

４
０

０
万

円
 

9.
38

%
 

8.
93

%
 

11
.1

1%
 

12
.3

3%
 

12
.7

4%
 

12
.0

7%
 

４
０

０
～

５
０

０
万

円
 

6.
00

%
 

5.
22

%
 

8.
99

%
 

10
.6

0%
 

10
.1

7%
 

8.
76

%
 

５
０

０
～

６
０

０
万

円
 

6.
11

%
 

5.
77

%
 

7.
41

%
 

6.
45

%
 

8.
16

%
 

10
.4

2%
 

６
０

０
～

７
０

０
万

円
 

5.
89

%
 

5.
22

%
 

8.
47

%
 

3.
66

%
 

4.
40

%
 

4.
97

%
 

７
０

０
～

１
０

０
０

万
円

 
5.

78
%

 
5.

36
%

 
7.

41
%

 
10

.1
2%

 
9.

26
%

 
12

.4
6%

 
１

０
０

０
～

２
０

０
０

万
円

 
18

.2
1%

 
19

.3
7%

 
13

.7
6%

 
15

.6
1%

 
12

.6
5%

 
16

.1
6%

 
２

０
０

０
～

３
０

０
０

万
円

 
17

.9
9%

 
19

.6
4%

 
11

.6
4%

 
12

.6
2%

 
13

.8
4%

 
11

.4
9%

 
３

０
０

０
～

４
０

０
０

万
円

 
11

.1
2%

 
13

.1
9%

 
3.

17
%

 
6.

45
%

 
7.

42
%

 
6.

33
%

 
４

０
０

０
～

５
０

０
０

万
円

 
2.

94
%

 
3.

43
%

 
1.

06
%

 
2.

41
%

 
2.

02
%

 
1.

75
%

 
５

０
０

０
万

円
～

１
億

円
 

1.
74

%
 

1.
92

%
 

1.
06

%
 

1.
06

%
 

1.
10

%
 

1.
95

%
 

１
億

円
以

上
 

0.
00

%
 

0.
00

%
 

0.
00

%
 

0.
10

%
 

0.
09

%
 

0.
29

%
 

不
明

 
1.

20
%

 
1.

37
%

 
0.

53
%

 
1.

54
%

 
1.

28
%

 
1.

07
%

 

0
.0

0
%

5
.0

0
%

1
0
.0

0
%

1
5
.0

0
%

2
0
.0

0
%

2
5
.0

0
%

3
0
.0

0
%

月
収

（
経

年
比

較
・
破

産
と

の
対

比
）

１
１

調
査

０
８

調
査

０
５

調
査

０
２

調
査

１
１

破
産
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 (
5
)
 
債

権
者

数
 

債
権

者
数

の
平

均
は

、
７

．
８

９
名

で
あ

り
、

減
少

傾
向

に
あ

る
点

に
つ

い
て

は
破

産

記
録

調
査

と
同

様
で

あ
る

。
 

債
権

者
数

２
０

人
未

満
が

９
９

％
を

占
め

、
１

０
人

未
満

が
７

１
％

を
占

め
る

。
 

 

 

 

債
権

者
数

 
１

１
調

査
 

０
８

調
査

 
０

５
調

査
 

０
２

調
査

 

１
０

名
未

満
 

70
.6

7%
 

65
.1

3%
 

53
.2

5%
 

36
.6

1%

１
０

名
以

上
２

０
名

未
満

 
28

.3
5%

 
33

.3
3%

 
43

.8
1%

 
55

.8
9%

２
０

名
以

上
３

０
名

未
満

 
0.

33
%

 
0.

77
%

 
1.

47
%

 
4.

58
%

３
０

名
以

上
４

０
名

未
満

 
0.

00
%

 
0.

10
%

 
0.

00
%

 
1.

07
%

４
０

名
以

上
５

０
名

未
満

 
0.

00
%

 
0.

00
%

 
0.

00
%

 
0.

19
%

５
０

名
以

上
 

0.
00

%
 

0.
00

%
 

0.
00

%
 

0.
19

%

不
明

 
0.

65
%

 
0.

67
%

 
1.

47
%

 
1.

46
%

 (
6
)
 
債

権
者

の
属

性
 

前
回

調
査

か
ら

割
合

が
増

加
し

て
い

る
の

は
保

証
会

社
（

６
．
８

５
％

→
１

１
．
８

６
％

）

で
あ

り
、

減
少

し
て

い
る

の
は

登
録

貸
金

業
者

（
７

５
．

４
１

％
→

６
７

．
５

９
％

）
で

あ
る

。
 

無
登

録
貸

金
業

者
の

割
合

は
低

い
値

を
維

持
し

て
い

る
（

０
．
１

２
％

→
０

．
１

４
％

）
。

 
 

０
２

調
査

０
５

調
査

０
８

調
査

１
１

調
査

平
均

の
負

債
内

容
（
債

権
者

数
）

1
1
.7

0
 

9
.5

0
 

8
.6

0
 

7
.8

9
 

最
大

の
負

債
内

容
（
債

権
者

数
）

6
7

2
6

3
4

2
2

1
1
.7

0
 

9
.5

0
 

8
.6

0
 

7
.8

9
 

6
7

2
6

3
4

2
2

0
.0

0
 

1
0
.0

0
 

2
0
.0

0
 

3
0
.0

0
 

4
0
.0

0
 

5
0
.0

0
 

6
0
.0

0
 

7
0
.0

0
 

債
権

者
数

平
均

と
最

大

（
経

年
比

較
）

 

 (
7
)
 
職

業
 

個
人

再
生

手
続

は
、
弁

済
計

画
の

履
行

が
必

要
と

さ
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
当

然
と

い
え

る

が
、
継

続
的

な
収

入
が

予
定

さ
れ

て
い

る
給

与
生

活
者

の
割

合
が

８
９

．
４

２
％

と
高

い
（

破

産
：

５
３

．
４

９
％

）
。

正
社

員
の

割
合

に
至

っ
て

は
、

７
６

．
９

９
％

と
破

産
と

大
差

が

あ
る

（
破

産
：

２
８

．
６

９
％

）
。

 
な

お
、

従
前

の
調

査
で

は
、
「

給
与

生
活

者
」

を
、

⒜
「

給
与

生
活

者
（

常
勤

、
派

遣
社

員
を

含
む

。
）
」

と
⒝

「
パ

ー
ト

・
ア

ル
バ

イ
ト

・
期

間
社

員
」

に
分

類
し

て
い

た
も

の
を

、

⒜
「

給
与

生
活

者
（

正
社

員
）
」

と
⒝

「
給

与
生

活
者

（
正

社
員

以
外

、
派

遣
社

員
・

パ
ー

ト
・

ア
ル

バ
イ

ト
・

期
間

社
員

な
ど

）
」

の
分

類
に

変
更

し
た

た
め

、
以

下
の

表
の

２
０

０

２
年

調
査

、
２

０
０

５
年

調
査

、
２

０
０

８
年

調
査

の
「

正
社

員
」

は
「

派
遣

社
員

」
を

含

む
参

考
値

で
あ

る
。

 
 

申
立

人
の

職
業

 
1
1

調
査

 
小

規
模

 
給

与
者

 
０

８
調

査
 

０
５

調
査

 
０

２
調

査
 

１
１

破
産

 

給
与

生
活

者
（
正

社
員

）
 

＊
注

 
76

.9
9%

 
72

.7
7%

 
85

.2
1%

 
84

.9
7%

 
83

.9
6%

 
78

.1
9%

 
28

.6
9%

 

給
与

生
活

者
（
正

社
員

以
外

）
 

12
.4

3%
 

13
.0

4%
 

11
.2

5%
 

8.
19

%
 

8.
25

%
 

1.
27

%
 

24
.8

0%
 

自
営

・
自

由
業

 
8.

72
%

 
12

.8
7%

 
0.

64
%

 
5.

59
%

 
5.

13
%

 
13

.9
2%

 
7.

54
%

 
主

婦
・
内

職
 

0.
11

%
 

0.
17

%
 

0.
00

%
 

0.
00

%
 

0.
09

%
 

0.
00

%
 

2.
35

%
 

年
金

生
活

者
 

0.
87

%
 

0.
50

%
 

1.
61

%
 

0.
58

%
 

1.
19

%
 

0.
00

%
 

5.
02

%
 

生
活

保
護

受
給

者
 

0.
11

%
 

0.
17

%
 

0.
00

%
 

0.
00

%
 

0.
00

%
 

0.
00

%
 

6.
97

%
 

無
職

 
0.

11
%

 
0.

17
%

 
0.

00
%

 
0.

00
%

 
0.

27
%

 
0.

49
%

 
23

.1
0%

 
そ

の
他

・
記

入
漏

れ
 

0.
65

%
 

0.
33

%
 

1.
29

%
 

0.
67

%
 

1.
10

%
 

6.
13

%
 

1.
54

%
 

＊
注

 
２

０
０

８
年

調
査

以
前

は
、
「

派
遣

社
員

」
が

含
ま

れ
て

い
る

。
 

民
間

金
融

機

関

政
府

系
金

融

機
関

登
録

貸
金

業

者
保

証
会

社
無

登
録

貸
金

業
者

医
療

関
係

税
金

・
社

会
保

険

そ
の

他
債

権

者

１
１

調
査

8
.9

9
%

5
.0

8
%

6
7
.5

9
%

1
1
.8

6
%

0
.1

4
%

0
.0

6
%

0
.3

5
%

5
.9

4
%

０
８

調
査

7
.5

5
%

4
.3

9
%

7
5
.4

1
%

6
.8

5
%

0
.1

2
%

0
.0

5
%

0
.2

3
%

5
.4

2
%

0
.0

0
%

1
0
.0

0
%

2
0
.0

0
%

3
0
.0

0
%

4
0
.0

0
%

5
0
.0

0
%

6
0
.0

0
%

7
0
.0

0
%

8
0
.0

0
%

債
権

者
の

属
性
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 (
8
)
 
住

居
形

態
 

個
人

再
生

手
続

は
、

そ
の

制
度

の
趣

旨
の

と
お

り
、

住
宅

を
所

有
し

て
い

る
者

の
利

用

が
、

５
４

．
２

０
％

に
及

ん
で

お
り

、
破

産
（

９
．

８
９

％
）

に
比

べ
圧

倒
的

に
多

い
。

 
過

去
の

調
査

と
比

較
し

て
も

本
人

所
有

の
割

合
は

増
加

し
、

過
去

最
大

値
と

な
っ

て
お

り
、
住

宅
を

維
持

す
る

目
的

で
個

人
再

生
が

申
し

立
て

ら
れ

て
い

る
実

情
が

み
て

取
れ

る
。
 

 申
立

人
の

住
居

形
態

 
１

１
調

査
 

小
規

模
 

給
与

者
 

０
８

調
査

 
０

５
調

査
０

２
調

査
 

１
１

破
産

 

本
人

所
有

 
54

.2
0%

52
.9

7%
 

56
.5

9%
 

38
.0

5%
36

.8
5%

 
32

.9
1%

 
9.

89
%

家
族

所
有

 
13

.2
0%

13
.3

7%
 

12
.8

6%
 

18
.5

9%
14

.4
8%

 
13

.9
2%

 
24

.3
1%

持
ち

家
で

な
い

 
29

.1
2%

29
.3

7%
 

28
.6

2%
 

34
.1

0%
38

.7
7%

 
42

.7
5%

 
61

.9
9%

記
入

漏
れ

 
3.

49
%

4.
29

%
 

1.
93

%
 

9.
25

%
9.

90
%

 
10

.4
2%

 
3.

81
%

 

 

 

0
.0

0
%

1
0
.0

0
%

2
0
.0

0
%

3
0
.0

0
%

4
0
.0

0
%

5
0
.0

0
%

6
0
.0

0
%

7
0
.0

0
%

8
0
.0

0
%

9
0
.0

0
%

職
業

（
経

年
比

較
）

１
１

調
査

０
８

調
査

０
５

調
査

０
２

調
査

本
人

所
有

家
族

所
有

持
ち

家
で

な
い

１
１

調
査

5
6
.1

6
%

1
3
.6

7
%

3
0
.1

7
%

０
８

調
査

4
1
.9

3
%

2
0
.4

9
%

3
7
.5

8
%

０
５

調
査

4
0
.9

0
%

1
6
.0

7
%

4
3
.0

3
%

０
２

調
査

3
6
.7

4
%

1
5
.5

4
%

4
7
.7

2
%

0
.0

0
%

1
0
.0

0
%

2
0
.0

0
%

3
0
.0

0
%

4
0
.0

0
%

5
0
.0

0
%

6
0
.0

0
%

住
居

形
態

（
経

年
比

較
：
有

効
回

答
の

％
）

(
9
)
 
同

一
家

計
の

家
族

人
数

 
破

産
記

録
調

査
で

は
、

単
身

者
が

増
加

（
１

８
％

→
２

２
．

４
５

％
）

し
て

い
る

が
、

個
人

再
生

記
録

調
査

で
は

逆
に

減
少

（
１

５
．

７
０

％
→

１
２

．
４

３
％

）
し

て
い

る
。

 
小

規
模

個
人

再
生

と
給

与
取

得
者

等
再

生
を

比
較

す
る

と
、

小
規

模
個

人
再

生
申

立
債

務
者

が
給

与
取

得
者

等
再

生
申

立
債

務
者

よ
り

も
単

身
者

が
多

い
（

小
規

模
１

４
．
５

２
％

、

給
与

者
８

．
３

６
％

）
。

 
 家

族
人

数
 

１
１

調
査

 
小

規
模

 
給

与
者

 
０

８
調

査
 

０
５

調
査

 
０

２
調

査
 

１
１

破
産

 

単
身

 
12

.4
3%

 
14

.5
2%

 
8.

36
%

 
15

.7
0%

 
13

.0
2%

 
13

.7
3%

 
22

.4
5%

 
２

人
 

16
.2

5%
 

16
.3

4%
 

16
.0

8%
 

14
.6

4%
 

17
.2

3%
 

16
.3

6%
 

25
.4

5%
 

３
人

 
23

.0
1%

 
21

.4
5%

 
26

.0
5%

 
20

.1
3%

 
19

.9
8%

 
22

.4
0%

 
20

.8
3%

 
４

人
 

26
.7

2%
 

26
.9

0%
 

26
.3

7%
 

27
.0

7%
 

28
.1

4%
 

26
.8

7%
 

15
.7

2%
 

５
人

 
13

.3
0%

 
12

.2
1%

 
15

.4
3%

 
12

.7
2%

 
13

.8
4%

 
14

.0
2%

 
8.

43
%

 
６

人
 

4.
47

%
 

4.
29

%
 

4.
82

%
 

5.
97

%
 

4.
86

%
 

4.
58

%
 

3.
57

%
 

７
人

 
1.

64
%

 
1.

65
%

 
1.

61
%

 
1.

64
%

 
1.

74
%

 
0.

97
%

 
1.

54
%

 
８

人
以

上
 

0.
65

%
 

0.
50

％
 

0.
96

％
 

0.
29

%
 

0.
27

%
 

0.
29

%
 

0.
24

%
 

記
入

漏
れ

 
1.

53
%

 
0.

00
％

 
0.

00
％

 
1.

83
%

 
0.

92
%

 
0.

78
%

 
1.

78
%

 

 (
1
0
)
 
借

入
れ

か
ら

申
立

て
ま

で
の

期
間

 
借

入
れ

か
ら

申
立

て
ま

で
の

期
間

に
つ

い
て

は
、

前
回

調
査

（
２

０
０

８
年

）
か

ら
調

査
項

目
に

加
わ

っ
た

。
 

借
入

れ
か

ら
申

立
て

ま
で

、
５

年
以

上
費

や
す

割
合

が
高

い
（

７
８

．
７

１
％

→
８

９
．

９
７

％
）

こ
と

に
変

化
は

な
い

。
 

 
借

入
れ

か
ら

申
立

ま
で

の
期

間
 

１
１

調
査

 
小

規
模

 
給

与
者

 
０

８
調

査
 

１
年

未
満

 
0.

11
%

 
0.

17
%

 
0.

00
%

 
0.

10
%

 

１
年

～
２

年
未

満
 

0.
33

%
 

0.
50

%
 

0.
00

%
 

1.
73

%
 

２
年

～
３

年
未

満
 

1.
64

%
 

1.
49

%
 

1.
93

%
 

4.
62

%
 

３
年

～
４

年
未

満
 

1.
96

%
 

1.
49

%
 

2.
89

%
 

5.
20

%
 

４
年

～
５

年
未

満
 

3.
60

%
 

3.
47

%
 

3.
86

%
 

6.
84

%
 

５
年

以
上

 
89

.9
7%

 
90

.4
3%

 
89

.0
7%

 
78

.7
1%

 

記
入

漏
れ

 
2.

40
%

 
2.

48
%

 
2.

25
%

 
2.

79
%
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 ２
 

個
人

再
生

申
立

事
件

の
実

態
 

(
1
)
 
申

立
代

理
人

の
有

無
 

前
回

調
査

と
比

較
す

る
と

、
司

法
書

士
に

依
頼

す
る

割
合

が
若

干
増

加
（

２
０

．
０

４
％

→
２

１
．

９
２

％
）

し
、

弁
護

士
に

依
頼

す
る

割
合

が
若

干
減

少
（

７
８

．
４

２
％

→
７

７
．

７
５

％
）

し
て

い
る

。
 

専
門

家
が

関
与

し
な

か
っ

た
事

件
は

１
件
（

０
．
１

１
％

）
に

過
ぎ

ず
、
破

産
事

件
（

５

２
件

：
４

．
２

１
％

）
と

比
べ

て
手

続
が

複
雑

で
あ

る
こ

と
か

ら
専

門
家

が
関

与
す

る
割

合
が

高
い

も
の

と
考

え
ら

れ
る

。
 

代
理

人
有

り
の

割
合

は
、

小
規

模
個

人
再

生
よ

り
給

与
所

得
者

等
再

生
事

件
が

若
干

高

い
（

小
規

模
７

５
．

５
８

％
、

給
与

８
１

．
９

９
％

）
。

 
 

代
理

人
の

有
無

 
人

数
男

 
女

 
１

１
調

査
 

０
８

調
査

 
０

５
調

査
 

０
２

調
査

 
 

1
1

破
産

 

申
立

代
理

人
有

り
 

7
1
3
 

5
5
9
 

1
5
4
 

7
7
.7

5
%
 

7
8
.4

2
%
 

8
5
.3

3
%

8
2
.9

6
%

7
9
.0

9
%

申
立

代
理

人
無

し
 

1
 

1
 

0
 

0
.1

1
%
 

0
.5

8
%
 

1
0
.5

4
%

1
3
.3

4
%

4
.2

1
%

司
法

書
士

に
依

頼
 

2
0
1
 

1
6
6
 

3
5
 

2
1
.9

2
%
 

2
0
.0

4
%
 

3
.3

0
%

2
.9

2
%

1
6
.5

3
%

不
明

・
記

入
漏

れ
 

2
 

2
 

0
 

0
.2

2
%
 

0
.9

6
%
 

0
.8

2
%

0
.7

8
%

0
.1

6
%

 

代
理

人
の

有
無

 
人

数
 

小
規

模
 

給
与

者
 

全
体

%
 

小
規

模
％

 
給

与
者

％
 

申
立

代
理

人
有

り
 

7
1
3
 

4
5
8
 

2
5
5
 

7
7
.7

5
%
 

7
5
.5

8
%
 

8
1
.9

9
%

申
立

代
理

人
無

し
 

1
 

0
 

1
 

0
.1

1
%
 

0
.0

0
%
 

0
.3

2
%

司
法

書
士

に
依

頼
 

2
0
1
 

1
4
6
 

5
5
 

2
1
.9

2
%
 

2
4
.0

9
%
 

1
7
.6

8
%

不
明

・
記

入
漏

れ
 

2
 

2
 

0
 

0
.2

2
%
 

0
.3

3
%
 

0
.0

0
%

    

１
年

未
満

１
年

～
２

年
未

満
２

年
～

３
年

未
満

３
年

～
４

年
未

満
４

年
～

５
年

未
満

５
年

以
上

記
入

漏
れ

1
1
調

査
0
.1

1
%

0
.3

3
%

1
.6

4
%

1
.9

6
%

3
.6

0
%

8
9
.9

7
%

2
.4

0
%

0
8
調

査
0
.1

0
%

1
.7

3
%

4
.6

2
%

5
.2

0
%

6
.8

4
%

7
8
.7

1
%

2
.7

9
%

0
.0

0
%

1
0
.0

0
%

2
0
.0

0
%

3
0
.0

0
%

4
0
.0

0
%

5
0
.0

0
%

6
0
.0

0
%

7
0
.0

0
%

8
0
.0

0
%

9
0
.0

0
%

借
入

れ
か

ら
申

立
ま

で
の

期
間

(
2
)
 
個

人
再

生
申

立
か

ら
開

始
決

定
ま

で
の

期
間

 
個

人
再

生
申

立
か

ら
開

始
決

定
ま

で
の

期
間

は
平

均
４

５
．

４
日

で
あ

り
、

破
産

申
立

か
ら

開
始

決
定

ま
で

の
期

間
（

平
均

３
８

．
８

日
）

と
比

べ
て

若
干

日
数

が
か

か
っ

て
い

る
。

 
２

０
０

５
年

調
査

ま
で

は
、

期
間

の
短

縮
化

の
傾

向
が

あ
っ

た
が

、
破

産
記

録
調

査
と

同
様

、
若

干
揺

り
戻

し
の

傾
向

が
見

受
け

ら
れ

る
。

 
 再

生
申

立
か

ら
開

始
決

定
ま

で
 

１
１

調
査

 
小

規
模

 
給

与
者

 
０

８
調

査
 

０
５

調
査

 
０

２
調

査
 

１
０

日
未

満
 

10
.6

2%
 

11
.5

1%
 

8.
87

%
 

15
.6

2%
 

18
.0

3%
 

10
.6

1%
 

１
０

日
以

上
３

０
日

未
満

 
36

.4
0%

 
34

.7
1%

 
39

.7
2%

 
38

.9
4%

 
46

.1
2%

 
44

.7
5%

 

３
０

日
以

上
４

５
日

未
満

 
18

.8
5%

 
18

.7
1%

 
19

.1
5%

 
22

.4
5%

 
17

.9
3%

 
20

.8
8%

 

４
５

日
以

上
６

０
日

未
満

 
10

.2
6%

 
10

.9
7%

 
8.

87
%

 
10

.6
3%

 
8.

96
%

 
10

.1
5%

 

６
０

日
以

上
９

０
日

未
満

 
11

.1
0%

 
10

.9
7%

 
11

.3
5%

 
8.

57
%

 
6.

45
%

 
8.

88
%

 

９
０

日
以

上
１

３
５

日
未

満
 

7.
28

%
 

6.
83

%
 

8.
16

%
 

3.
04

%
 

1.
91

%
 

3.
69

%
 

１
３

５
日

以
上

１
８

０
日

未
満

 
3.

58
%

 
4.

32
%

 
2.

13
%

 
0.

54
%

 
0.

30
%

 
1.

04
%

 

１
８

０
日

以
上

 
1.

91
%

 
1.

98
%

 
1.

77
%

 
0.

22
%

 
0.

30
%

 
0.

00
%

 

 

 

 (
3
)
 
開

始
決

定
か

ら
認

可
決

定
ま

で
の

期
間

 
開

始
決

定
か

ら
認

可
決

定
ま

で
の

平
均

日
数

は
、

１
１

７
．

６
８

日
で

あ
る

。
 

開
始

決
定

か
ら

認
可

決
定

ま
で

の
期

間
に

つ
い

て
は

、
前

回
調

査
（

２
０

０
８

年
）

と

大
差

は
な

い
。

 
    

0
.0

0
%

1
0
.0

0
%

2
0
.0

0
%

3
0
.0

0
%

4
0
.0

0
%

5
0
.0

0
%

１
８

０
日

以
上

１
３

５
日

以
上

１
８

０
日

未
満

９
０

日
以

上
１

３
５

日
未

満

６
０

日
以

上
９

０
日

未
満

４
５

日
以

上
６

０
日

未
満

３
０

日
以

上
４

５
日

未
満

１
０

日
以

上
３

０
日

未
満

１
０

日
未

満

再
生

申
立

か
ら

開
始

決
定

ま
で

の
期

間
１

１
調

査
０

８
調

査
０

５
調

査
０

２
調

査
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開
始

決
定

か
ら

認
可

決
定

ま
で

の
期

間
 

１
１

調
査

 
小

規
模

 
給

与
者

 
０

８
調

査
 

０
５

調
査

 
０

２
調

査

４
か

月
未

満
 

61
.1

2%
 

62
.1

9%
 

59
.0

1%
 

63
.7

8%
 

56
.9

6%
 

42
.1

7%

４
か

月
以

上
５

か
月

未
満

 
28

.4
2%

 
27

.6
0%

 
30

.0
4%

 
29

.1
9%

 
29

.8
4%

 
35

.8
3%

５
か

月
以

上
６

か
月

未
満

 
7.

37
%

 
6.

81
%

 
8.

48
%

 
5.

30
%

 
10

.9
9%

 
13

.2
5%

６
か

月
以

上
７

か
月

未
満

 
1.

78
%

 
1.

97
%

 
1.

41
%

 
0.

97
%

 
2.

02
%

 
4.

84
%

７
か

月
以

上
８

か
月

未
満

 
0.

36
%

 
0.

54
%

 
0.

00
%

 
0.

22
%

 
0.

00
%

 
2.

30
%

８
か

月
以

上
９

か
月

未
満

 
0.

48
%

 
0.

36
%

 
0.

71
%

 
0.

22
%

 
0.

10
%

 
0.

46
%

９
か

月
以

上
１

年
未

満
 

0.
24

%
 

0.
18

%
 

0.
35

%
 

0.
11

%
 

0.
00

%
 

0.
92

%

１
年

以
上

１
年

半
未

満
 

0.
24

%
 

0.
36

%
 

0.
00

%
 

0.
11

%
 

0.
10

%
 

0.
23

%

１
年

半
以

上
 

0.
00

%
 

0.
00

%
 

0.
00

%
 

0.
11

%
 

0.
00

%
 

0.
00

%

 

 

 (
4
)
 
終

結
内

容
 

個
人

再
生

事
件

の
結

果
は

次
の

と
お

り
で

あ
る

。
認

可
決

定
が

９
２

．
１

５
％

と
２

０

０
５

年
調

査
以

降
、

高
水

準
を

維
持

し
て

い
る

。
 

 
事

件
経

過
（
個

人
再

生
手

続
終

結
原

因
）
 

１
１

調
査

 
小

規
模

 
給

与
者

 
０

８
調

査
 

０
５

調
査

 
０

２
調

査

認
可

決
定

 
92

.1
5%

 
92

.7
4%

 
91

.0
0%

 
90

.1
8%

92
.2

1%
85

.8
9%

不
認

可
決

定
 

0.
22

%
 

0.
00

%
 

0.
64

%
 

0.
38

%
0.

18
%

0.
58

%

申
立

却
下

 
0.

33
%

 
0.

17
%

 
0.

64
%

 
0.

19
%

0.
18

%
0.

10
%

取
下

げ
 

4.
14

%
 

4.
13

%
 

4.
18

%
 

5.
68

%
4.

12
%

7.
49

%

廃
止

 
1.

42
%

 
1.

32
%

 
1.

61
%

 
2.

12
%

2.
20

%
5.

16
%

記
入

漏
れ

 
1.

74
%

 
1.

65
%

 
1.

93
%

 
1.

44
%

1.
10

%
0.

78
%

   

0
.0

0
%

1
0
.0

0
%

2
0
.0

0
%

3
0
.0

0
%

4
0
.0

0
%

5
0
.0

0
%

6
0
.0

0
%

7
0
.0

0
%

１
年

半
以

上

１
年

以
上

１
年

半
未

満

９
か

月
以

上
１

年
未

満

８
か

月
以

上
９

か
月

未
満

７
か

月
以

上
８

か
月

未
満

６
か

月
以

上
７

か
月

未
満

５
か

月
以

上
６

か
月

未
満

４
か

月
以

上
５

か
月

未
満

４
か

月
未

満

開
始

決
定

か
ら

認
可

決
定

ま
で

の
期

間
１

１
調

査
０

８
調

査
０

５
調

査
０

２
調

査

 
(
5
)
 
債

権
者

の
不

同
意

の
有

無
・

割
合

 
小

規
模

個
人

再
生

事
件

に
お

け
る

債
権

者
の

再
生

計
画

に
対

す
る

不
同

意
の

割
合

は
、

「
無

し
」

が
５

９
９

件
中

２
９

件
、

９
５

．
１

６
％

と
２

０
０

５
年

調
査

以
降

９
５

％
以

上
を

維
持

し
て

い
る

。
 

再
生

計
画

が
否

決
さ

れ
る

の
は

、
不

同
意

の
回

答
が

、
①

議
決

権
者

総
数

（
頭

数
）

の

２
分

の
１

以
上

あ
る

場
合

、
②

議
決

権
総

額
（

債
権

額
）

の
２

分
の

１
を

超
え

る
場

合
で

あ
る

が
、

①
債

権
者

の
２

分
の

１
以

上
の

ケ
ー

ス
は

ゼ
ロ

で
あ

り
、

②
債

権
額

の
２

分
の

１
を

超
え

た
ケ

ー
ス

は
１

件
の

み
で

あ
っ

た
。

な
お

、
不

同
意

の
平

均
割

合
（

債
権

額
）

は
、

２
３

．
６

６
％

で
あ

っ
た

。
 

 
再

生
計

画
に

対
す

る
不

同
意

の
有

無
 

１
１

調
査

 
０

８
調

査
 

０
５

調
査

 
０

２
調

査
 

不
同

意
債

権
者

無
し

 
95

.1
6%

 
96

.4
8%

 
97

.1
7%

 
77

.8
0%

 

不
同

意
債

権
者

有
り

 
4.

84
%

 
3.

52
%

 
2.

83
%

 
22

.2
0%

 

不
同

意
の

割
合

（
金

額
）
 

１
１

調
査

 
０

８
調

査
 

０
５

調
査

 
０

２
調

査
 

［
債

権
額

の
内

］
 

１
％

未
満

 
3.

45
%

 
4.

76
%

 
6.

25
%

 
4.

21
%

 

［
債

権
額

の
内

］
１

０
％

未
満

 
10

.3
4%

 
28

.5
7%

 
31

.2
5%

 
45

.2
6%

 

［
債

権
額

の
内

］
３

０
％

未
満

 
58

.6
2%

 
33

.3
3%

 
37

.5
0%

 
28

.4
2%

 

［
債

権
額

の
内

］
５

０
％

以
下

 
24

.1
4%

 
19

.0
5%

 
6.

25
%

 
12

.6
3%

 

［
債

権
額

の
内

］
７

５
％

未
満

 
3.

45
%

 
14

.2
9%

 
6.

25
%

 
8.

42
%

 

［
債

権
額

の
内

］
７

５
％

以
上

 
0.

00
%

 
0.

00
%

 
12

.5
0%

 
1.

05
%

 

不
同

意
の

割
合

（
件

数
）
 

１
１

調
査

 
０

８
調

査
 

０
５

調
査

 
０

２
調

査
 

［
債

権
者

の
頭

数
］
 

１
％

未
満

 
0.

00
%

 
0.

00
%

 
0.

00
%

 
1.

05
%

 

［
債

権
者

の
頭

数
］
１

０
％

未
満

 
37

.9
3%

 
28

.5
7%

 
37

.5
0%

 
52

.6
3%

 

［
債

権
者

の
頭

数
］
３

０
％

未
満

 
55

.1
7%

 
71

.4
3%

 
56

.2
5%

 
43

.1
6%

 

［
債

権
者

の
頭

数
］
５

０
％

未
満

 
6.

90
%

 
0.

00
%

 
6.

25
%

 
3.

16
%

 

［
債

権
者

の
頭

数
］
５

０
％

以
上

 
0.

00
%

 
0.

00
%

 
0.

00
%

 
0.

00
%

 

 (
6
)
 
開

始
決

定
前

の
強

制
執

行
の

有
無

・
内

容
 

強
制

執
行

無
し

が
９

０
％

を
超

え
る

状
況

は
２

０
０

５
年

調
査

以
降

維
持

さ
れ

て
い

る
。
 

２
０

０
５

年
調

査
以

降
、

不
動

産
の

強
制

執
行

の
割

合
が

増
え

て
い

る
。

 
強

制
執

行
（
有

無
）
 

人
数

 
１

１
調

査
 

小
規

模
 

給
与

者
 

０
８

調
査

 
０

５
調

査
 

０
２

調
査

 

強
制

執
行

有
り

 
53

 
5.

78
%

 
5.

21
%

 
7.

12
%

 
2.

79
%

 
4.

03
%

 
6.

43
%

 

強
制

執
行

無
し

 
85

1 
92

.8
0%

 
94

.7
9%

 
92

.8
8%

 
95

.8
6%

 
93

.0
3%

 
89

.1
9%

 

不
明

 
13

 
1.

42
%

 
0.

00
％

 
0.

00
%

 
1.

35
%

 
2.

93
%

 
4.

38
%

 

合
計

 
91

7 
10

0.
00

%
 

10
0.

00
%

 
10

0.
00

%
 

10
0.

00
%

 
10

0.
00

%
 

10
0.

00
%

 

強
制

執
行

（
対

象
）
 

件
数

 
１

１
調

査
 

小
規

模
 

給
与

者
 

０
８

調
査

 
０

５
調

査
 

０
２

調
査

 

動
産

 
0 

0.
00

%
 

38
.7

1%
 

26
.0

9%
 

0.
00

%
 

0.
00

%
 

1.
49

%
 

不
動

産
 

18
 

33
.3

3%
 

0.
00

%
 

0.
00

%
 

24
.1

4%
 

9.
09

%
 

22
.3

9%
 

給
与

等
の

債
権

 
36

 
66

.6
7%

 
61

.2
9%

 
73

.9
1%

 
75

.8
6%

 
90

.9
1%

 
76

.1
2%

 

合
計

（
重

複
集

計
）
 

54
 

10
0.

00
%

 
10

0.
00

%
 

10
0.

00
%

 
10

0.
00

%
 

10
0.

00
%

 
10

0.
00

%
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(
7
)
 
個

人
再

生
委

員
の

選
任

の
有

無
 

個
人

再
生

委
員

の
選

任
の

有
無

に
つ

い
て

は
、

前
回

２
０

０
８

年
調

査
か

ら
調

査
項

目

に
加

わ
っ

た
。

 
全

職
務

に
つ

い
て

選
任

さ
れ

た
割

合
は

、
１

７
．

２
４

％
か

ら
１

９
．

６
３

％
と

増
加

し
て

い
る

。
 

な
お

、
全

職
務

に
つ

い
て

再
生

委
員

が
選

任
さ

れ
た

事
案

１
８

０
件

中
代

理
人

無
し
（

司

法
書

士
の

援
助

に
よ

る
も

の
）

が
７

０
件

（
３

９
％

）
で

あ
り

、
司

法
書

士
の

援
助

に
よ

る
申

立
て

の
場

合
に

は
弁

護
士

が
代

理
人

と
し

て
申

し
立

て
る

場
合

と
比

較
し

て
再

生
委

員
が

選
任

さ
れ

る
割

合
が

高
い

。
 

 再
生

委
員

選
任

 
人

数
 

代
理

人
有

 
代

理
人

無
 

小
規

模
 

給
与

者
 

全
体

％
 

小
規

模
％

 
給

与
者

％

有
り

「
全

職
務

」
 

18
0 

11
0 

70
 

10
9 

71
 

19
.6

3%
 

17
.9

9%
 

22
.8

3%

有
り

「
評

価
手

続
」
 

7 
５

 
２

 
4 

3 
0.

76
%

 
0.

66
%

 
0.

96
%

無
し

 
71

1 
0 

0 
47

7 
23

4 
77

.5
4%

 
78

.7
1%

 
75

.2
4%

記
入

漏
れ

 
19

 
0 

0 
16

 
3 

2.
07

%
 

2.
64

%
 

0.
96

%

合
計

 
91

7 
11

5 
72

 
60

6 
31

1 
10

0.
00

%
 

10
0.

00
%

 
10

0.
00

%

 (
8
)
 
住

宅
資

金
特

別
条

項
の

利
用

の
有

無
と

、
利

用
条

項
 

２
０

０
２

年
調

査
以

降
、

住
宅

資
金

特
別

条
項

を
利

用
し

た
割

合
が

増
加

し
、

今
回

調

査
で

半
数

を
超

え
た

（
５

２
．

６
７

％
）
。

 
今

回
調

査
か

ら
、「

住
宅

資
金

特
別

条
項

の
内

容
」

が
調

査
項

目
に

加
わ

っ
た

が
、

住
宅

資
金

特
別

条
項

を
利

用
し

た
申

立
て

４
８

３
件

中
４

１
３

件
（

８
５

．
５

％
）

が
１

９
９

条
１

項
で

あ
っ

た
。

 
 

１
１

調
査

 
０

８
調

査
 

０
５

調
査

 
０

２
調

査
 

住
宅

資
金

特
別

条
項

 
人

数
 

％
 

人
数

 
％

 
人

数
 

％
 

人
数

 
％

 

利
用

有
り

 
48

3
52

.6
7%

 
38

4 
36

.9
9%

 
38

7 
35

.4
7%

 
27

4
26

.6
8%

利
用

無
し

 
43

2
47

.1
1%

 
64

4 
62

.0
4%

 
69

8 
63

.9
8%

 
71

6
69

.7
2%

不
明

（
記

入
漏

れ
）
 

2
0.

22
%

 
10

 
0.

96
%

 
6 

0.
55

%
 

37
3.

60
%

合
計

 
91

7
10

0.
00

%
 

10
38

 
10

0.
00

%
 

10
91

 
10

0.
00

%
 

10
27

10
0.

00
%

 住
宅

資
金

特
別

条
項

(有
無

／
内

容
）
 

全
体

 
小

規
模

 
給

与
者

 
全

体
％

 
小

規
模

％
 

給
与

者
％

有
り

（
19

9
条

1
項

）
 

41
3 

26
6 

14
7 

45
.1

4%
 

44
.0

4%
 

47
.2

7%

有
り

（
19

9
条

2
項

）
 

15
 

9 
6 

1.
64

%
 

1.
49

%
 

1.
93

%

有
り

（
19

9
条

3
項

）
 

16
 

11
 

5 
1.

75
%

 
1.

82
%

 
1.

61
%

有
り

（
19

9
条

4
項

）
 

30
 

20
 

10
 

3.
28

%
 

3.
31

%
 

3.
22

%

有
り

（
そ

の
他

）
 

2 
0 

2 
0.

22
%

 
0.

00
%

 
0.

64
%

有
り

（
不

明
・
記

入
漏

れ
）
 

7 
6 

1 
0.

77
%

 
0.

99
%

 
0.

32
%

無
し

 
43

2 
29

2 
14

0 
47

.2
1%

 
48

.3
4%

 
45

.0
2%

合
計

 
91

5 
60

4 
31

1 
10

0.
00

%
 

10
0.

00
%

 
10

0.
00

%

 (
9
)
 
予

納
金

の
額

 
予

納
金

額
の

平
均

は
、

４
６

，
２

２
８

円
で

あ
っ

た
。

 
 

予
納

額
帯

 
人

数
 

小
規

模
 

給
与

者
 

人
数

％
 

小
規

模
％

 
給

与
者

％
 

不
明

 
23

2 
20

3 
86

 
25

.3
0%

 
24

.0
8%

 
27

.6
6%

 

官
報

掲
載

費
（
1
1
9
2
8

円
）
 

50
5 

34
1 

16
4 

55
.0

7%
 

56
.2

7%
 

52
.7

3%
 

５
万

円
未

満
 

47
 

33
 

14
 

5.
13

%
 

5.
45

%
 

4.
50

%
 

１
０

万
円

未
満

 
22

 
13

 
9 

2.
40

%
 

2.
15

%
 

2.
89

%
 

２
０

万
円

未
満

 
55

 
43

 
12

 
6.

00
%

 
7.

10
%

 
3.

86
%

 

３
０

万
円

未
満

 
37

 
22

 
15

 
4.

03
%

 
3.

63
%

 
4.

82
%

 

３
０

万
円

以
上

 
19

 
8 

11
 

2.
07

%
 

1.
32

%
 

3.
54

%
 

 
合

計
 

91
7 

60
6 

31
1 

10
0.

00
%

 
10

0.
00

%
 

10
0.

00
%
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